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中小企業庁の公共性

　
　
は
じ
め
に

　
「
中
小
企
業
の
経
済
的
社
会
的
使
命
が
…
…
…
国
民
経
済
の
成
長
発
展
と
国
民
生
活
の
安
定
向
上
に
と
っ
て
…
…
…
そ
の
重
要
性
を
保
持
し

て
」
（
中
小
企
業
基
本
法
（
以
下
「
基
本
法
」
と
略
す
。
）
前
文
）
い
る
。
た
と
え
ば
中
小
企
業
は
、
一
九
八
六
年
に
は
、
非
一
次
産
業
の
民
営

の
事
業
所
数
で
六
、
四
四
八
、
一
二
一
二
、
構
成
比
で
九
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
、
従
業
者
数
で
も
三
九
、
五
〇
五
、
七
一
六
人
、
構
成
比
で
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

○
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
業
者
お
よ
び
そ
の
家
族
を
含
む
中
小
企
業
に
関
連
す
る
人
口
で
、
わ
が
国
人
口
の
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
中
小
企
業
は
、
八
五
年
に
は
、
小
売
業
の
年
間
販
売
額
で
八
〇
七
、
五
〇
〇
億
円
、
構
成
比
で
七
九
・
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
八
六
年
に
は
製
造
業
の
出
荷
額
で
も
、
一
、
三
二
四
、
二
〇
〇
億
円
、
構
成
比
で
五
二
・
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。

　
ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
い
わ
ゆ
る
「
低
成
長
期
」
を
迎
え
る
な
か
で
、
「
高
度
成
長
期
」
に
制
定
さ
れ
た
基
本
法
に
ょ
っ
て
は

把
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
中
小
企
業
の
地
域
と
の
関
連
が
、
政
策
主
体
に
よ
っ
て
特
別
に
問
題
と
さ
れ
、
「
地
域
経
済
の
主
要
な
担
い
手
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
の
中
小
企
業
」
お
よ
び
「
地
域
住
民
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
中
小
企
業
者
お
よ
び
そ
の
従
業
者
」
の
側
面
も
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
こ
の
日
本
経
済
お
よ
び
地
域
経
済
の
担
い
手
で
あ
り
、
国
民
生
活
を
支
え
る
中
小
企
業
は
、
国
際
化
お
よ
び
技
術
革
新
・
情
報
化
を
軸
と
し
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説論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

た
日
本
経
済
社
会
の
歴
史
的
転
換
期
の
中
に
あ
っ
て
、
厳
し
い
試
練
に
た
た
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
負
債
金
額
一
、
○
○
○
万
円
以
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

企
業
倒
産
は
、
八
三
年
「
に
入
っ
て
以
降
前
年
同
月
比
増
加
を
続
け
、
年
間
ベ
ー
ス
で
は
、
過
去
最
高
の
一
九
一
一
〇
件
を
記
録
し
」
た
が
、

さ
ら
に
八
四
年
「
の
中
小
企
業
の
倒
産
は
件
数
で
二
万
七
七
三
件
、
負
債
金
額
は
三
兆
二
四
六
億
円
と
そ
れ
ぞ
れ
前
年
を
八
・
七
％
、
二
四
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

九
％
上
回
り
、
件
数
、
負
債
金
額
と
も
過
去
最
高
を
記
録
し
た
」
。
八
五
年
の
中
小
企
業
の
倒
産
は
、
件
数
で
は
前
年
よ
り
減
っ
た
も
の
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

コ
件
あ
た
り
の
負
債
金
額
は
一
七
〇
百
万
円
と
大
口
化
し
た
た
め
、
負
債
金
額
で
は
過
去
最
高
の
三
一
、
八
三
八
億
円
と
な
っ
た
。
」
八
六

年
の
中
小
企
業
の
倒
産
は
、
「
中
小
製
造
業
に
つ
い
て
は
、
三
、
六
六
二
件
と
対
前
年
比
六
・
一
％
増
と
な
っ
て
お
り
、
中
小
製
造
業
の
業
況

の
悪
化
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
件
あ
た
り
の
負
債
金
額
は
、
一
八
○
百
万
円
と
さ
ら
に
大
口
化
し
、
負
債
金
額
で
は
三
一
、
三
七
一
億
円

　
　
　
　
　
　
　
σ
⇒

と
高
水
準
で
あ
っ
た
。
」
こ
の
企
業
倒
産
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
販
売
不
振
、
累
積
赤
字
、
売
掛
金
回
収
難
と
い
う
不
況
型
倒
産
が
六
割
を
占

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

め
、
長
期
の
不
況
か
ら
の
体
力
消
耗
に
よ
る
倒
産
が
多
い
、
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
八
五
年
九
月
以
降
の
円
高
の
進
展
に
よ
る
円
高
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

連
倒
産
お
よ
び
八
五
年
以
降
の
地
価
高
騰
に
よ
る
事
業
承
継
の
困
難
も
発
生
し
て
い
る
。
八
七
年
に
入
っ
て
、
倒
産
件
数
で
は
七
五
年
以
来
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

二
年
ぶ
り
の
低
水
準
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
一
方
で
大
幅
な
転
廃
業
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
中
小
企
業
の
経
営
危
機
を
打
開
す
る
こ
と
は
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

本
経
済
お
よ
び
国
民
生
活
を
保
障
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
課
題
で
あ
り
、
「
中
小
企
業
の
景
況
の
回
復
は
、
内
需
回
復
の
最
大
の
鍵
」
と
な
っ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
現
状
の
下
で
、
「
中
小
企
業
を
育
成
し
、
及
び
発
展
さ
せ
、
且
つ
、
そ
の
経
営
を
向
上
さ
せ
る
に
足
る
諸
条
件
を
確
立
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
」
（
設
置
法
一
条
）
中
小
企
業
庁
の
行
政
活
動
の
あ
り
方
が
、
今
日
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
明

す
る
に
は
、
ひ
と
り
法
学
だ
け
で
な
く
、
経
済
学
、
行
政
学
、
政
治
学
な
ど
の
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
法
学
に
か
ぎ
っ
て
も
、
憲
法
学
、
行

政
法
学
、
経
済
法
学
な
ど
に
よ
る
究
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
り
、
こ
の
問
題
の
行
政
法
学
に
と
っ
て
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、
こ

の
こ
と
は
、
国
民
主
権
を
基
本
原
理
と
す
る
現
行
憲
法
下
で
の
中
小
企
業
庁
の
存
在
理
由
“
公
共
性
を
、
中
小
企
業
庁
の
行
政
組
織
お
よ
び
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

政
活
動
の
現
実
態
の
客
観
的
認
識
お
よ
び
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
規
範
内
容
の
分
析
の
重
要
性
を
意
味
す
る
。
こ
の
分
析
課
題
を
実
現
す
る
た
め
、
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中小企業庁の公共性

ま
ず
、
中
小
企
業
庁
の
組
織
法
上
の
存
在
理
由
を
、
中
小
企
業
庁
設
置
法
（
以
下
「
設
置
法
」
と
略
す
。
）
な
ど
に
規
定
さ
れ
る
所
掌
事
務
お

よ
び
権
限
を
、
通
商
産
業
省
の
他
の
外
局
お
よ
び
総
理
府
の
外
局
の
そ
れ
と
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
組
織
法

上
の
存
在
理
由
を
具
体
化
す
る
、
中
小
企
業
行
政
に
か
か
わ
る
行
政
作
用
法
上
の
権
限
の
分
析
を
行
う
。

　
ω
　
中
小
企
業
と
は
、
従
業
者
三
〇
〇
人
未
満
（
卸
売
業
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
人
未
満
、
小
売
業
・
サ
…
ビ
ス
業
に
つ
い
て
は
五
〇
人
未
満
）
の
事
業
所
で

　
　
あ
る
。

（玉5）（14）（13）（12）（11〉（10）（9）（8〉（7）
　
　
『
昭
和
六
二
年
度
中
小
企
業
白
書
』
付
属
統
計
資
料
の
二
表
お
よ
び
三
表
参
照
。

　
　
『
昭
和
五
七
年
度
中
小
企
業
白
書
』
一
四
頁
お
よ
び
九
二
頁
参
照
。

　
　
『
昭
和
六
二
年
度
中
小
企
業
白
書
』
付
属
統
計
資
料
の
八
表
お
よ
び
一
三
表
参
照
。

　
　
中
小
企
業
庁
編
『
中
小
企
業
の
再
発
見
』
〔
通
商
産
業
調
査
会
、
一
九
八
○
年
〕
四
六
頁
。

　
　
仲
村
政
文
「
地
域
産
業
問
題
の
歴
史
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
－
政
策
理
念
の
展
開
に
即
し
て
ー
」

　
集
」
二
八
号
）
四
頁
以
下
参
照
。

　
　
日
本
商
工
会
議
所
「
経
済
社
会
の
転
換
期
に
お
け
る
中
小
企
業
」
（
一
九
八
六
年
九
月
一
七
日
）
参
照
。

ラ2（ラ3（ラ4（　5（　6（

『
昭
和
五
八
年
度
中
小
企
業
白
書
』

『
昭
和
五
九
年
度
中
小
企
業
白
書
』

『
昭
和
六
〇
年
度
中
小
企
業
白
書
』

『
昭
和
六
一
年
度
中
小
企
業
白
書
』

『
昭
和
五
八
年
度
中
小
企
業
白
書
』

『
昭
和
六
二
年
度
中
小
企
業
白
書
』

同
前
一
五
頁
参
照
。

二
四
頁
。

三
〇
頁
Q

二
五
頁
。

一
七
頁
。

二
五
頁
参
照
。

一
七
頁
以
下
参
照
。

二
場
邦
彦
「
構
造
的
再
編
下
の
中
小
企
業
」
　
（
経
済
二
九
八
号
）
一
〇
八
頁
以
下
参
照
。

（
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
紀
要
「
経
済
学
論
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説論

⑯
　
　
『
昭
和
五
七
年
度
中
小
企
業
白
書
』
一
四
頁
。

⑳
　
行
政
の
公
共
性
分
析
に
つ
い
て
は
、
室
井
力
「
行
政
官
庁
と
法
」
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
…
増
刊
『
官
庁
と
官
僚
』
）
一
六
頁
以
下
、
原
野
麺
「
現
代
法
と

　
現
代
行
政
法
学
の
課
題
－
法
の
政
策
化
と
現
代
行
政
法
学
」
（
法
律
時
報
五
六
巻
一
号
）
二
八
頁
以
下
、
晴
山
一
穂
「
労
働
基
準
監
督
行
政
の
現
状
と

　
法
的
諸
問
題
ー
“
行
政
の
公
共
性
”
分
析
の
視
角
に
立
っ
て
ー
」
（
商
学
論
集
五
〇
巻
三
号
）
一
二
五
頁
以
下
お
よ
び
同
「
田
中
行
政
法
学
に
お
け

　
る
『
公
共
の
福
祉
』
概
念
」
（
商
学
論
集
五
五
巻
四
号
）
七
五
頁
以
下
参
照
。

検
討
課
題
の
所
在

　
一
九
四
八
年
八
月
一
日
に
商
工
省
の
外
局
と
し
て
中
小
企
業
庁
が
設
置
さ
れ
て
以
降
の
中
小
企
業
政
策
は
、
『
昭
和
三
一
年
度
経
済
白
書
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
よ
っ
て
「
も
は
や
『
戦
後
』
で
は
な
い
」
こ
と
が
宣
言
さ
れ
る
ま
で
の
戦
後
復
興
に
よ
る
経
済
成
長
期
の
中
小
企
業
政
策
と
、
そ
れ
に
代
わ

②る
日
本
経
済
の
「
近
代
化
」
期
の
二
重
構
造
解
消
論
に
も
と
づ
く
中
小
企
業
近
代
化
政
策
、
お
よ
び
八
O
年
代
の
中
小
企
業
政
策
と
で
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

の
性
質
に
お
い
て
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
場
合
、
基
本
的
に
は
、
一
九
四
九
年
の
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
中
小
企
業
の
自
主
的
な
相
互
扶
助
に
も
と
づ
く
中
小
企
業
の
組
織
化
・
安
定
化
政
策
に
重
点
が
お
か
れ
、
「
国
家
の
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

な
経
済
『
政
策
』
と
り
わ
け
意
図
的
な
『
計
画
』
行
政
が
は
い
り
こ
む
余
地
は
少
な
か
っ
た
。
」
他
方
、
後
者
の
場
合
、
中
小
企
業
政
策
は
、

そ
の
と
き
ど
き
の
国
家
の
経
済
政
策
を
中
小
企
業
分
野
で
実
施
す
る
下
位
の
政
策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
国
家
の
中
小
企
業
へ
の
計
画
的
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

入
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
六
〇
年
の
所
得
倍
増
計
画
に
お
い
て
、
産
業
構
造
高
度
化
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

「
産
業
構
造
政
策
の
一
環
と
し
て
、
産
業
構
造
の
高
度
化
に
中
小
企
業
も
有
力
な
構
成
員
と
し
て
即
応
さ
せ
」
る
た
め
、
中
小
企
業
の
生
産
性

の
向
上
に
よ
り
日
本
経
済
の
二
重
構
造
の
解
消
を
図
る
企
業
レ
ベ
ル
で
の
中
小
企
業
近
代
化
政
策
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
「
上
層
育
成
・
下
層
淘

汰
」
政
策
が
、
一
九
六
三
年
の
中
小
企
業
基
本
法
に
お
い
て
、
中
小
企
業
政
策
と
し
て
、
総
合
化
・
体
系
化
さ
れ
る
（
図
1
参
照
）
。
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説論

す
な
わ
ち
基
本
法
は
、
た
と
え
ば
中
小
企
業
者
の
範
囲
に
つ
き
、
製
造
業
等
に
関
し
て
は
、
資
本
金
の
上
限
を
従
来
よ
り
も
五
倍
拡
大
し
、

五
、
○
O
O
万
円
以
下
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
正
規
範
の
中
堅
企
業
を
政
策
的
に
育
成
し
よ
う
と
し
た
。
他
方
で
、
基
本
法
は
、
そ
れ
ま

で
一
括
し
て
扱
っ
て
い
た
従
業
員
数
二
〇
人
以
下
の
企
業
を
、
新
た
に
小
規
模
企
業
と
名
づ
け
（
二
三
条
）
、
適
正
規
模
に
な
い
企
業
の
整
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

・
転
換
を
図
る
た
め
、
従
来
一
種
の
禁
句
と
さ
れ
て
い
た
事
業
の
転
換
（
一
五
条
）
に
つ
い
て
も
明
文
規
定
を
置
い
た
。
そ
の
後
、
日
本
を
と

り
ま
く
そ
の
と
き
ど
き
の
経
済
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
、
中
小
企
業
政
策
も
変
更
さ
れ
、
二
重
構
造
の
解
消
を
基
本
命
題
と
す
る
近
代
化
政

策
か
ら
大
幅
な
転
換
を
遂
げ
る
。
し
か
し
、
国
家
の
策
定
す
る
中
小
企
業
政
策
の
指
針
的
・
誘
導
的
役
割
は
一
層
強
め
ら
れ
、
計
画
と
い
う
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

段
の
導
入
、
計
画
の
実
効
性
を
担
保
す
る
金
融
・
税
制
を
通
ず
る
国
家
の
中
小
企
業
へ
の
介
入
が
構
造
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お

い
て
は
、
中
小
企
業
基
本
法
制
定
以
降
の
、
計
画
と
い
う
手
段
を
中
心
と
す
る
誘
導
行
政
と
し
て
の
中
小
企
業
行
政
に
重
点
を
お
い
て
、
中
小

企
業
庁
の
公
共
性
分
析
を
以
下
行
う
こ
と
に
す
る
。

　
ω
　
中
小
企
業
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
研
究
報
告
一
五
号
『
戦
後
中
小
企
業
政
策
の
展
開
ー
主
要
政
策
命
題
の
変
遷

　
　
と
そ
の
問
題
点
1
』
〔
一
九
七
六
年
〕
参
照
。

　
㈹
　
　
『
昭
和
三
一
年
度
経
済
白
書
』
四
二
頁
。

　
⑥
　
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
特
需
景
気
以
降
、
経
済
政
策
が
経
済
自
立
化
の
要
請
に
応
え
る
産
業
合
理
化
政
策
へ
転
換
し
た
の
に
対
応
し
て
、
中
小
企
業
政
策

　
　
も
、
中
小
企
業
の
合
理
化
対
策
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
く
が
、
前
者
の
場
合
、
本
文
の
よ
う
に
評
価
で
き
よ
う
。

　
ω
　
木
元
錦
哉
「
中
小
企
業
法
制
の
特
徴
と
問
題
点
」
（
政
治
経
済
研
究
所
編
『
地
方
自
治
体
と
中
小
企
業
i
中
小
企
業
政
策
を
め
ぐ
る
保
守
と
革
新
I

　
　
I
』
〔
新
評
論
、
一
九
七
三
年
〕
所
収
）
五
一
頁
。

　
⑥
　
大
来
佐
武
郎
『
所
得
倍
増
計
画
の
解
説
』
〔
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
〇
年
〕
二
二
八
頁
参
照
。

　
⑥
　
中
小
企
業
庁
「
日
本
中
小
企
業
政
策
小
史
」
（
月
刊
中
小
企
業
一
九
六
五
年
一
二
月
号
）
二
七
頁
。

　
ω
　
渡
辺
睦
「
中
小
企
業
『
近
代
化
』
政
策
の
変
遷
」
（
明
治
大
学
企
業
経
営
研
究
会
編
『
戦
後
企
業
経
営
の
変
遷
と
課
題
』
所
収
）
三
六
八
頁
お
よ
び
水
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津
雄
三
「
零
細
商
工
業
の
意
義
と
役
割
」
（
渡
辺
睦
、
前
川
恭
一
編
『
現
代
中
小
企
業
研
究
上
巻
』

⑥
　
丸
山
稔
『
経
済
法
講
義
』
〔
中
央
経
済
社
、
一
九
八
二
年
〕
一
九
九
頁
以
下
参
照
。

所
収
）
四
〇
ー
四
一
頁
参
照
。

二
　
組
織
法
上
の
事
務
と
権
限

中小企業庁の公共性

　
e
　
外
局
と
し
て
の
特
徴

　
戦
後
の
中
小
企
業
に
か
か
わ
る
行
政
は
、
一
九
四
八
年
に
中
小
企
業
庁
設
置
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
は
、
商
工
省
の
内
部
部
局
で
あ
る
産
業

復
興
局
振
興
課
お
よ
び
経
済
安
定
本
部
内
に
設
置
さ
れ
た
中
小
企
業
振
興
対
策
委
員
会
に
お
い
て
所
掌
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
は
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

小
企
業
行
政
は
、
通
商
産
業
省
の
内
部
部
局
ま
た
は
附
属
機
関
で
は
な
く
、
そ
の
外
局
と
し
て
の
中
小
企
業
庁
に
ょ
っ
て
、
所
掌
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
中
小
企
業
庁
の
外
局
と
し
て
の
性
質
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
中
小
企
業
行
政
と
い
う
任
務
か
ら
考
え
る
と
、
一
つ
の
省
と
し
て
も
組

織
づ
け
ら
れ
う
る
行
政
官
庁
が
、
通
商
産
業
省
の
外
局
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
組
織
法
上
一
般
的
に
予
定
さ
れ
て
い
る
本
省
と
外
局
と
の

関
係
と
異
な
り
、
二
つ
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
本
省
の
任
務
が
没
価
値
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

外
局
の
任
務
は
価
値
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
は
、
本
省
が
タ
テ
割
り
行
政
庁
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
外
局
は
横
割
り
行
政
庁

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
第
一
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
一
般
に
外
局
と
し
て
の
庁
は
、
「
そ
れ
に
分
配
さ
れ
る
行
政
事
務
す
な
わ

ち
そ
の
所
掌
事
務
は
ほ
ん
ら
い
、
府
・
省
の
所
掌
事
務
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
事
務
の
量
が
彪
大
で
あ
り
、
し
か
も
府
・
省
の
任
務
や
機
能
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

は
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
所
掌
事
務
が
そ
れ
自
体
一
つ
の
機
能
と
し
て
ま
と
ま
り
が
あ
る
場
合
に
設
け
ら
れ
る
。
」
と
説
明
さ
れ
る
。
し

か
し
、
中
小
企
業
庁
の
場
合
、
行
政
事
務
の
量
の
彪
大
さ
お
よ
び
機
能
と
し
て
の
ま
と
ま
り
と
い
う
二
つ
の
基
準
だ
け
で
は
、
説
明
し
き
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
別
の
論
者
に
よ
っ
て
例
事
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
、
①
定
型
的
な
大
量
事
務
、
②
審
判
的
事
務
、
ま
た
は
③
現
業
的
事
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説論

務
を
扱
う
た
め
に
、
外
局
と
し
て
の
庁
に
さ
れ
る
の
と
も
、
中
小
企
業
庁
は
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
中
小
企
業
庁
の
本
省
で
あ
る
通
商

産
業
省
の
場
合
、
そ
の
任
務
に
つ
き
、
同
省
設
置
法
上
、
「
中
小
企
業
の
振
興
及
び
指
導
」
を
含
む
一
五
の
国
の
行
政
事
務
お
よ
び
事
業
が
列

記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
（
三
条
）
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
省
全
体
の
一
体
的
目
的
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
任
務
規
定
は
没
価
値
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
の

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
通
商
産
業
省
の
他
の
外
局
す
な
わ
ち
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
お
よ
び
特
許
庁
の
場
合
も
、
そ
の
主
た
る
任
務
に

つ
き
そ
れ
ぞ
れ
、
「
鉱
物
資
源
の
合
理
的
な
開
発
及
び
電
力
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
並
び
に
こ
れ
ら
の
適
正
な
利
用
の
推

進
並
び
に
電
気
事
業
等
の
運
営
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
」
（
通
商
産
業
省
設
置
法
一
八
条
一
項
）
、
「
発
明
、
実
用
新
案
、
意
匠
及

び
商
標
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
」
（
同
法
二
一
条
一
項
）
、
と
所
掌
事
務
が
た
ん
に
羅
列
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
庁
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
る
べ
き
任
務
の
価
値
は
、
明
確
に
組
織
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
中
小
企
業
庁
の
場
合
に
は
、
以
下
の
よ
う

に
、
特
殊
日
本
的
な
経
済
の
二
重
構
造
を
考
慮
し
た
政
策
判
断
に
も
と
づ
き
、
価
値
的
な
任
務
を
実
現
す
る
外
局
と
さ
れ
た
。

　
中
小
企
業
庁
長
官
を
長
と
す
る
中
小
企
業
庁
（
中
小
企
業
庁
設
置
法
二
条
）
の
所
掌
事
務
お
よ
び
権
限
は
、
通
商
産
業
省
設
置
法
二
四
条
の

規
定
に
も
と
づ
き
、
通
商
産
業
省
設
置
法
そ
れ
自
体
の
中
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
個
独
立
の
法
で
あ
る
中
小
企
業
庁
設
置
法
に
お

い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
中
小
企
業
庁
の
所
掌
事
務
お
よ
び
権
限
が
、
他
の
二
つ
の
外
局
の
よ
う
に
、
通
商
産
業
省
設
置
法
で
定
め
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
が
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
組
織
法
規
定
の
仕
方
の
違
い
を
も
た
ら
し
た
理
由
は
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
中
小
企
業
庁
の
任
務
の
特
質
が
あ
げ
ら
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
本
省
お
よ
び
他
の
二
つ
の
外
局
の
任

務
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
没
価
値
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
没
価
値
的
な
任
務
規
定
を
お
く
本
省
設
置
法
に
、
他

の
二
つ
の
外
局
の
任
務
を
定
め
る
こ
と
に
は
、
な
ん
ら
問
題
が
な
い
。
し
か
し
、
中
小
企
業
庁
の
任
務
は
つ
ぎ
に
み
る
よ
う
に
、
特
定
の
価
値

判
断
に
も
と
づ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
没
価
値
的
な
任
務
規
定
し
か
お
か
な
い
本
省
の
設
置
法
に
は
、
中
小
企
業
庁
の
任
務
を
定

め
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
設
置
法
の
規
定
を
な
が
め
て
み
る
と
、
ま
ず
、
そ
の
一
条
に
お
い
て
、
設
置
の
中
聞
目
的
と
し
て
、
「
中
小
企
業
を
育
成
し
、
及
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び
発
展
さ
せ
、
且
つ
、
そ
の
経
営
を
向
上
さ
せ
る
に
足
る
諸
条
件
を
確
立
す
る
こ
と
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
究
極
目
的
と
し
て
、

「
国
民
経
済
を
健
全
に
し
、
及
び
発
達
さ
せ
、
経
済
力
の
集
中
を
防
止
し
、
且
つ
、
企
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
対
し
、
公
平
な
事
業
活
動
の

機
会
を
確
保
す
る
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
小
企
業
庁
は
、
中
小
企
業
の
育
成
、
発
展
お
よ
び
経
営
向
上
の
条
件
確
立

の
た
め
に
活
動
す
る
こ
と
が
、
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
小
企
業
庁
は
、
本
省
お
よ
び
他
の
外
局
と
は
異
な
り
、
明
確
な
追

求
す
べ
き
価
値
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
設
置
法
一
条
は
、
一
九
四
八
年
に
制
定
さ
れ
て
以
降
な
ん
ら
改
正
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
立
法
当
時
の
状
況
か
ら
判
断
す
る
と
、
戦
後
の
経
済
民
主
化
の
潮
流
の
中
で
、
中
小
企
業
を
資
本
集
中
の
対
抗
勢
力
と
位
置
づ
け
、
産
業

の
生
産
回
復
の
有
力
な
担
い
手
と
し
て
中
小
企
業
を
育
成
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
当
時
の
中
小
企
業
に
特
有
な
過
少
過
多
性
か
ら
、
中
小
企

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

業
独
自
の
行
政
機
関
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
中
小
企
業
庁
の
外
局
と
し
て
の
第
二
の
特
色
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
中
小
企
業
庁
は
、
本
省
で
あ
る
通
商
産
業
省
が

　
　
　
　
の

「
タ
テ
割
り
」
に
な
っ
て
い
る
の
と
異
な
り
、
中
小
企
業
行
政
に
つ
い
て
の
総
括
官
庁
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
運
輸
省
、
建
設
省
、
厚
生
省
、

労
働
省
な
ど
本
省
以
外
の
他
省
庁
所
管
の
中
小
企
業
を
も
施
策
対
象
と
し
、
業
種
横
断
的
性
質
を
有
す
る
、
中
小
企
業
に
関
す
る
横
割
り
官
庁

　
　
む

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
小
企
業
庁
設
置
法
の
規
定
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
新
た
な
行
政
需
要
が
生
じ
る
場
合
な

ど
、
中
小
企
業
行
政
に
関
す
る
権
限
争
議
が
生
じ
な
い
よ
う
、
中
小
企
業
行
政
の
最
終
責
任
が
中
小
企
業
庁
に
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
設
置

法
三
条
一
項
一
〇
号
は
、
「
中
小
企
業
に
関
し
他
の
行
政
機
関
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
」
に
関
す
る
こ
と
を
中
小
企
業
庁
の
所
掌
事
務
と
し

　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

て
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
各
省
と
は
異
な
る
総
理
府
へ
の
行
政
事
務
の
分
配
の
特
殊
性
と
し
て
説
明
さ
れ
る
「
他
の
行
政
機
関
の
所
掌
に
属
し

な
い
行
政
事
務
」
（
総
理
府
設
置
法
四
条
一
四
号
）
お
よ
び
総
理
府
の
外
局
で
あ
る
環
境
庁
の
「
公
害
の
防
止
に
関
し
他
の
行
政
機
関
の
所
掌

に
属
し
な
い
事
務
」
（
環
境
庁
設
置
法
四
条
二
二
号
）
と
同
じ
性
質
の
所
掌
事
務
規
定
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
省
の
一
つ
で
あ
る
通
商
産
業
省
の
外
局
の
所
掌
事
務
お
よ
び
権
限
と
、
「
内
閣
の
首
長
で
あ
り
、
か
つ
行
政
各
部
を
指
揮
監
督
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

る
（
憲
法
七
二
条
）
内
閣
総
理
大
臣
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
総
合
調
整
的
な
事
務
」
を
所
掌
す
る
総
理
府
お
よ
び
「
総
理
大
臣
の
一
種
の
ス
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タ
ッ
フ
機
関
と
し
て
、
内
閣
の
総
合
調
整
機
能
を
支
え
、
各
省
に
わ
た
る
総
合
的
政
策
問
題
に
つ
い
て
企
画
調
整
機
能
を
発
揮
す
る
も
の
と
期

　
　
　
　
　
㈱

待
さ
れ
て
い
る
」
総
理
府
の
外
局
の
多
く
の
大
臣
庁
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
政
策
企
画
型
の
調
整
機
能
を
も
つ
機
関
と
し
て
の
中
小
企

　
　
⑥

業
庁
は
、
行
政
－
国
民
間
の
利
害
調
整
と
し
て
で
は
な
く
、
行
政
内
部
的
な
、
行
政
施
策
間
で
の
無
駄
・
矛
盾
の
な
い
状
態
を
目
指
す
総
合
調

⑯整
の
手
段
と
し
て
、
設
置
法
上
、
「
中
小
企
業
の
育
成
及
び
発
展
を
図
る
た
め
の
基
本
と
な
る
方
策
を
定
め
る
こ
と
」
（
三
条
一
項
一
号
）
が
で

き
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
総
理
府
は
、
「
各
行
政
機
関
の
施
策
及
び
事
務
の
総
合
調
整
」
（
総
理
府
設
置
法
三
条
二
号
）
と
い
う
任
務
を

与
え
ら
れ
、
「
各
行
政
機
関
の
事
務
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
」
（
同
法
四
条
二
号
）
と
い
う
事
務
を
所
掌
す
る
。
大
臣
庁
は
、
総
合
調
整
官
庁
と

し
て
、
政
策
・
計
画
の
形
成
お
よ
び
実
施
の
段
階
に
お
け
る
調
整
機
能
、
予
算
要
求
お
よ
び
予
算
執
行
の
段
階
等
に
お
け
る
調
整
機
能
を
授
権

　
　
　
　
⑥

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
環
境
庁
は
、
「
環
境
の
保
全
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
を
企
画
し
、
立
案
」
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
及
び
推
進
す
る
こ

と
」
（
環
境
庁
設
置
法
四
条
一
号
）
も
所
掌
事
務
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
関
係
行
政
機
関
の
環
境
保
全
に
関
す
る
事
務
の
総
合
調
整
を
行
な

う
こ
と
」
（
同
条
二
号
）
、
さ
ら
に
「
関
係
行
政
機
関
の
公
害
の
防
止
並
び
に
自
然
環
境
の
保
護
及
び
整
備
（
以
下
「
公
害
の
防
止
等
」
と
い

う
。
）
に
関
す
る
経
費
の
見
積
り
の
方
針
の
調
整
を
行
な
い
、
並
び
に
関
係
行
政
機
関
の
試
験
研
究
機
関
の
公
害
の
防
止
等
に
関
す
る
経
費
及

び
関
係
行
政
機
関
の
公
害
の
防
止
等
に
関
す
る
試
験
研
究
委
託
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
事
務
を
行
な
う
こ
と
」
（
同
条
三
号
）
も
設
置
法
上

授
権
さ
れ
て
い
る
。

　
中
小
企
業
行
政
に
関
す
る
横
割
り
官
庁
と
し
て
の
中
小
企
業
庁
の
所
掌
事
務
・
権
限
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
中
小
企
業
庁
へ
の
特

別
の
授
権
お
よ
び
他
省
庁
の
特
別
の
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
中
小
企
業
庁
の
権
限
と
し
て
、
①
「
中
小
企
業
に
関
係
が
あ
る
事
項

に
関
し
、
行
政
庁
に
対
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
、
且
つ
、
行
政
庁
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
」
（
設
置
法
三

条
二
項
）
が
授
権
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
権
限
は
、
総
理
府
の
大
臣
庁
、
た
と
え
ば
環
境
庁
長
官
の
「
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
必
要
な
資
料
の
提
出
及
び
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
環
境
庁
設
置
法
五
条
二
項
）
権

限
と
同
じ
性
質
の
権
限
で
あ
る
。
む
し
ろ
中
小
企
業
庁
の
権
限
の
方
が
、
「
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
と
い
う

一70一



中小企業庁の公共性

権
限
行
使
の
限
定
要
件
が
な
い
こ
と
、
「
必
要
な
協
力
」
と
い
う
概
括
的
規
定
に
よ
り
権
限
内
容
に
弾
力
性
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
「
意
見
を

述
べ
る
こ
と
」
が
で
き
る
点
に
お
い
て
、
よ
り
強
力
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
権
限
の
規
定
の
違
い
は
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
中
小
企
業
庁
に
は
授
権
さ
れ
て
い
な
い
権
限
を
、
環
境
庁
が
授
権
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
中
小
企
業
庁
の
権
限
と

し
て
、
②
国
会
に
提
出
さ
れ
る
議
案
に
つ
き
、
中
小
企
業
関
係
事
項
に
関
し
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
（
同
条
四
項
）
、
③
中
小
企
業
者
が
、
他

の
事
業
者
の
不
当
な
取
引
制
限
も
し
く
は
不
公
正
な
取
引
方
法
に
よ
り
、
そ
の
事
業
を
阻
害
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
は
中
小
企
業
等
協
同

組
合
の
組
合
員
が
、
小
規
模
の
事
業
者
で
あ
る
か
否
か
調
査
し
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
そ
の
事
実
を
報
告
し
、
お
よ
び
適
当
な
措
置
を
求

め
る
こ
と
（
同
条
七
項
）
、
お
よ
び
④
中
小
企
業
の
経
営
向
上
に
資
す
る
設
備
・
技
術
に
関
し
、
試
験
研
究
機
関
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
（
同

条
九
項
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
他
省
庁
の
義
務
と
し
て
は
、
①
行
政
庁
は
、
中
小
企
業
に
と
く
に
関
係
が
あ
る
重
要
な
方
策
を
定
め
る
旨
を
中
小
企
業
庁
に
通
知

し
（
同
条
三
項
V
、
お
よ
び
②
公
正
取
引
委
員
会
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
が
独
禁
法
二
四
条
各
号
の
要
件
を
備
え
る
組
合
で
な
い
と
認
め

る
場
合
、
ま
た
は
同
組
合
の
組
合
員
が
実
質
的
に
小
規
模
事
業
者
で
な
い
と
認
め
る
場
合
、
勧
告
し
ま
た
は
審
判
開
始
決
定
書
を
発
送
す
る
旨

を
中
小
企
業
庁
に
通
知
す
る
こ
と
（
同
条
八
項
）
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
小
企
業
者
は
、
行
政
庁
の
行
為
に
よ
り
不
当
に
そ

の
事
業
を
阻
害
さ
れ
た
と
き
、
ま
た
は
他
人
の
行
為
に
ょ
り
不
当
な
取
引
制
限
を
受
け
、
も
し
く
は
他
人
の
行
為
が
不
公
正
な
取
引
方
法
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
、
中
小
企
業
庁
に
そ
の
事
実
を
申
し
出
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
同
条
五
項
）
。

　
こ
れ
に
対
し
、
総
理
府
の
大
臣
庁
は
、
そ
の
調
整
機
能
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
中
小
企
業
庁
に
は
授
権
さ
れ
て
い
な
い
権
限
を
有

す
る
。
た
と
え
ば
環
境
庁
長
官
は
、
①
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
環
境
保
全
に
関
す

る
重
要
事
項
に
つ
い
て
勧
告
し
（
設
置
法
五
条
三
項
）
、
②
勧
告
に
基
づ
い
て
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
（
同
条
四
項
）
、
お
よ
び
③

勧
告
し
た
重
要
事
項
に
関
し
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
内
閣
法
六
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
る

よ
う
意
見
を
具
申
す
る
こ
と
（
同
条
五
項
）
が
授
権
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
権
限
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
揮
監
督
権
を
媒
介
と
す
る
も
の
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⑯

で
あ
る
の
で
、
総
理
府
の
外
局
で
な
い
中
小
企
業
庁
に
は
授
権
さ
れ
え
な
い
。

　
以
上
の
環
境
庁
の
権
限
と
の
比
較
を
ふ
ま
え
る
と
、
中
小
企
業
庁
が
、
中
小
企
業
行
政
の
総
括
官
庁
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
環
境
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
の

の
総
合
調
整
官
庁
と
し
て
の
権
限
の
限
界
性
が
問
題
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
当
面
、
総
理
府
の
外
局
に
授
権
さ
れ
て
い
る
総
合
調
整
的
な
所
掌

事
務
と
権
限
が
授
権
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
調
整
的
権
限
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
よ
り
強
力
な
権
限
が
授

権
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
環
境
庁
の
「
伝
家
の
宝
刀
」
と
い
わ
れ
て
い
る
内
閣
総
理
大
臣
の
指
揮
監
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
の

権
行
使
措
置
に
対
す
る
意
見
具
申
権
限
す
ら
、
実
効
性
の
保
証
を
疑
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
①
組
織
に
蓄
積
さ
れ
た
専
門
能
力
、
②
当
該
組
織

の
外
部
集
団
か
ら
政
治
的
支
持
を
調
達
す
る
能
力
、
③
当
該
組
織
そ
れ
自
体
の
組
織
的
活
力
、
お
よ
び
④
そ
の
頂
点
に
立
つ
者
の
リ
ー
ダ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

シ
ッ
プ
と
い
う
四
つ
の
権
力
源
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
調
整
的
権
限
を
担
保
す
る
方
法
と
し
て
、
調
整
部
局
に
実
施
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

務
・
実
施
権
限
を
授
権
す
る
こ
と
が
間
接
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
三
　
法
的
・
政
策
的
問
題
状
況
の
分

析
・
検
討
」
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　
口
　
中
小
企
業
庁
の
組
織

　
　
ω
内
部
部
局

　
中
小
企
業
庁
の
内
部
部
局
は
、
通
商
産
業
省
組
織
令
・
規
程
上
、
一
官
房
三
部
で
あ
り
、
長
官
官
房
（
二
課
二
室
）
、
計
画
部
（
四
課
一

室
）
、
指
導
部
（
四
課
一
室
）
お
よ
び
小
規
模
企
業
部
（
二
課
一
室
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
図
2
参
照
）
。
長
官
官
房
は
、
中
小
企
業
庁
の
も
っ

と
も
重
要
な
事
務
で
あ
る
「
中
小
企
業
の
育
成
及
び
発
展
を
図
る
た
め
の
基
本
と
な
る
方
策
」
の
策
定
（
組
織
令
二
一
〇
条
九
号
）
を
所
掌
す

る
。
計
画
部
は
、
戦
後
中
小
企
業
行
政
の
基
本
施
策
で
あ
る
中
小
企
業
近
代
化
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
（
組
織
令
二
一
一

条
一
〇
号
）
。
指
導
部
は
、
中
小
企
業
の
組
織
化
施
策
な
ど
を
所
掌
す
る
（
組
織
令
二
一
二
条
一
号
）
。
小
規
模
企
業
部
は
、
中
小
小
売
商
業
お

よ
び
中
小
サ
ー
ビ
ス
業
な
ら
び
に
こ
れ
ら
以
外
の
小
規
模
企
業
の
育
成
お
よ
び
発
展
を
図
る
諸
事
務
を
所
掌
す
る
（
組
織
令
一
二
三
条
一
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中小企業庁の公共性

図2

通商産業省

内部部局

　外局

中小企業庁 （通商産業省設置法§24、中小企業庁設置法§21）

長官官房 （通商産業省組織令§207）

総務課　　（令§214）

倒産対策室　　（倒産対

施策普及室　　（施策普

調　査　課　　（令§214）

計画部　　（令§207）

計　画　課　　（令§217）

地域中小企業振興室

金　融　課　　　（令§217）　　　　　事業転換企画官

　　　　　　　　　　　』
振　興　課　　（令§217）

下請企業課　　（令§217）

　（令§207）

長　次

官　長

I　I

指導部

指　導　課

　　　　　　　　　　　　　　　（規

　　　　　　　　　　統括官公需専門官

　　　　（令§222）
　　　　　　　　　　情報化企画調整官
組　織　課　　（令§222）

技　術　課　　（令§222）

取引流通課　　（令§222）

　　　　　　　　　　国際室　　（国際室設置

　　　　　　　　　　　　　　　（規

（　　　（

法令
§2§208

）　　　）

　附
　属
　機
　関

小規模企業部　　（令§207）

小規模企業政策課　　（令§227）

　　　　　　　　　　共済制度調査官
小売商業課　　（令§227）

　　サービス業振興室　　（規程§51の71）

参　事　官　　（令§～

一官小繍企麺
中小企業政策審議会　　　　　　（中小企業基本法§28、令§230）

中小企業近代化審議会　　　　　（令§230）

中小企業安定審議会　　　　　（令§230）

中小企業分野等調整審議会　　　（令§230）

（倒産対策室設置規程§1）

（施策普及室設置規程§1）

　　　（通商産業省組織規程§51の61）

　　（規程§51の81）

　　（規程§51の91）

　　（規程§51の101）

（国際室設置規程§1〉

　　（規程§51の111）

（中小企業基本法§28、令§230）

（令§230）

（令§230）

（令§230）
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説論

号
）
。
こ
の
内
部
部
局
の
う
ち
、
特
筆
す
べ
き
部
局
は
、
小
規
模
企
業
部
で
あ
る
。
こ
の
部
は
、
昭
和
四
九
年
法
律
五
三
号
の
中
小
企
業
庁
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
っ
て
、
初
め
て
設
置
さ
れ
た
内
部
部
局
で
あ
る
。
こ
の
設
置
の
背
景
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

「
高
度
成
長
期
」
以
降
の
中
小
企
業
政
策
“
中
小
企
業
近
代
化
政
策
は
、
「
『
開
放
経
済
体
制
』
に
対
処
し
う
る
よ
う
な
経
済
基
盤
を
も
ち
、
独

占
・
大
企
業
の
『
補
完
的
役
割
』
を
果
た
せ
る
ほ
ど
の
『
中
堅
企
業
』
を
計
画
的
に
育
成
す
る
と
同
時
に
、
弱
小
企
業
を
切
り
捨
て
、
整
理
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

る
た
め
に
体
系
的
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
」
っ
た
。
し
か
し
、
小
零
細
企
業
が
七
〇
年
代
以
降
む
し
ろ
増
大
し
、
ま
た
民
主
商
工
会
の
自
覚

的
で
民
主
的
な
運
動
の
前
進
に
よ
る
、
小
零
細
企
業
者
の
政
治
的
離
反
の
恐
れ
か
ら
、
小
零
細
企
業
を
保
守
体
制
の
も
と
に
再
編
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

に
、
小
零
細
企
業
施
策
を
所
掌
す
る
小
規
模
企
業
部
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
ω
附
属
機
関

　
中
小
企
業
庁
の
附
属
機
関
は
四
審
議
会
、
す
な
わ
ち
中
小
企
業
安
定
審
議
会
、
中
小
企
業
分
野
等
調
整
審
議
会
、
中
小
企
業
近
代
化
審
議
会

お
よ
び
中
小
企
業
政
策
審
議
会
で
あ
る
（
図
1
参
照
）
。
こ
れ
ら
の
審
議
会
の
う
ち
、
附
属
機
関
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
問
題
に
な
る
の
は
、

中
小
企
業
基
本
法
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
中
小
企
業
政
策
審
議
会
（
基
本
法
二
九
条
一
項
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
中
小

企
業
政
策
審
議
会
は
、
八
四
年
の
法
改
正
前
ま
で
は
中
小
企
業
庁
の
附
属
機
関
と
さ
れ
ず
、
審
議
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
は
、
中
小
企
業
庁

長
官
官
房
に
よ
っ
て
所
掌
さ
れ
て
は
い
た
が
（
旧
組
織
令
一
三
七
条
一
九
号
）
、
総
理
府
の
附
属
機
関
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
中
小
企

業
庁
は
、
設
置
法
上
、
「
中
小
企
業
の
育
成
及
び
発
展
を
図
る
た
め
の
基
本
と
な
る
方
策
を
定
め
る
」
（
三
条
一
項
一
号
）
権
限
を
授
権
さ
れ
な

が
ら
も
、
こ
の
審
議
会
が
総
理
府
の
附
属
機
関
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
小
企
業
庁
は
中
小
企
業
政
策
の
立
案
権
限
を
十
分
に
保
障
さ
れ

ず
、
設
置
法
が
予
定
す
る
も
の
と
必
ず
し
も
適
合
し
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
来
総
理
府
の
附
属
機
関
と
さ
れ
て
い
た
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

は
、
つ
ぎ
の
二
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
基
本
法
に
も
と
づ
く
施
策
が
国
の
政
策
全
般
に
わ
た
り
、
各
省
庁
の
緊
密
な
連
絡
お
よ
び
協
調
が
必
要

と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
全
体
の
総
合
調
整
機
関
で
あ
る
総
理
府
に
置
か
れ
た
。
第
二
に
、
こ
の
審
議
会
が
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

（
旧
基
本
法
二
九
条
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
慣
例
に
な
ら
っ
て
総
理
府
に
置
か
れ
た
。
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中小企業庁の公共性

　
二
つ
の
理
由
の
う
ち
、
実
質
的
な
理
由
で
あ
る
第
一
の
理
由
は
、
中
小
企
業
庁
の
場
合
、
説
得
力
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
中
小
企
業
庁
は
他
の
官
庁
の
よ
う
に
タ
テ
割
り
官
庁
で
は
な
く
、
中
小
企
業
行
政
に
関
す
る
横
割
り
官
庁
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
小
企

業
行
政
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
総
理
府
に
ょ
る
総
合
調
整
は
設
置
法
上
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
中
小
企
業
庁
自
身
に
よ
る
総
合
調
整
が
期
待
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
中
小
企
業
政
策
審
議
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
機
関
と
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
第
二
の
理
由

も
説
得
的
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
中
小
企
業
庁
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
内
在
的
な
検
討
と
は
な
ん
ら
関
係
な
く
、
臨
調
「
行
革
」
路
線
推
進
の
拠
点
づ

く
り
お
よ
び
内
閣
全
体
の
総
合
調
整
機
能
の
強
化
の
た
め
、
旧
総
理
府
と
旧
行
政
管
理
庁
を
統
合
・
再
編
し
た
総
務
庁
（
総
務
庁
設
置
法
二

条
）
を
設
置
す
る
こ
と
と
の
関
連
で
、
中
小
企
業
政
策
審
議
会
は
、
中
小
企
業
庁
の
附
属
機
関
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
政
府
部
内
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒

る
総
合
調
整
機
能
、
総
合
管
理
機
能
の
再
編
整
備
と
い
う
質
的
な
狙
い
を
も
つ
」
「
総
理
府
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
」
（
昭
和
五

八
年
法
律
八
の
号
）
に
よ
り
、
「
再
編
成
後
の
総
理
府
の
機
構
を
極
力
簡
素
化
し
、
実
質
的
な
総
理
補
佐
機
能
の
再
編
整
序
と
本
府
機
能
の
純

　
　
　
　
　
を

化
を
図
る
こ
と
」
か
ら
中
小
企
業
政
策
審
議
会
は
、
総
理
府
か
ら
通
商
産
業
省
に
一
九
八
四
年
七
月
一
日
移
管
さ
れ
た
（
基
本
法
二
八
条
）
。

な
お
、
本
稿
の
検
討
課
題
で
あ
る
中
小
企
業
の
近
代
化
・
高
度
化
施
策
の
策
定
・
実
施
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
中
小
企
業
近
代
化
審

議
会
の
検
討
は
、
つ
ぎ
の
「
法
的
．
政
策
的
問
題
状
況
の
分
析
・
検
討
」
の
中
で
行
う
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
検
討
は
省
略
す
る
こ
と
に
す

る
。（5）（4）（3）（2）（1

渡
辺
俊
三
「
中
小
企
業
庁
の
設
置
を
め
ぐ
る
日
本
政
府
と
G
H
Q
の
交
渉
に
つ
い
て
」
（
立
教
経
済
論
叢
三
三
号
）
八
頁
参
照
。

通
商
産
業
行
政
研
究
会
編
『
通
商
産
業
省
（
1
）
』
〔
ぎ
ょ
う
せ
い
、
～
九
△
二
年
〕
二
五
頁
お
よ
び
四
三
頁
参
照
。

佐
藤
功
『
行
政
組
織
法
（
新
版
）
』
〔
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
〕
二
〇
九
頁
。

室
井
力
編
『
現
代
行
政
法
入
門
（
1
）
』
〔
法
律
文
化
社
、
一
九
八
三
年
〕
九
一
頁
（
間
田
穆
執
筆
）
参
照
。

浜
川
清
「
行
政
の
公
共
性
分
析
試
論
－
行
政
組
織
法
を
素
材
と
し
て
」
（
渡
辺
佐
平
編
『
民
主
的
行
政
改
革
の
理
論
』
〔
大
月
書
店
、

一
九
七
八
年
〕
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論説

　
所
収
）
一
八
三
頁
以
下
参
照
。

⑥
　
中
小
企
業
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
研
究
報
告
一
五
号
三
頁
参
照
。

ω
　
「
タ
テ
割
り
」
行
政
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
下
山
瑛
二
「
官
庁
と
国
民
生
活
」
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
官
庁
と
官
僚
』
ご
二
六
頁
以
下
参
照
。

⑥
相
田
利
雄
「
通
産
省
の
中
小
企
業
行
政
」
（
全
商
工
労
働
組
合
通
産
行
政
研
究
会
編
『
問
わ
れ
る
通
産
省
』
〔
大
月
書
店
、
一
九
八
三
年
〕
所
収
）

　
一
］
四
頁
参
照
。

働
　
福
島
猛
夫
「
中
小
企
業
庁
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
」
（
月
刊
中
小
企
業
二
六
巻
六
号
）
七
頁
参
照
。

⑯
　
佐
藤
、
前
掲
書
一
七
八
頁
以
下
参
照
。

⑳
　
同
前
一
七
九
頁
。

働
　
今
村
都
南
雄
「
環
境
・
国
土
政
策
と
環
境
庁
・
国
土
庁
」
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
i
増
刊
『
官
庁
と
官
僚
』
）
六
〇
頁
。

⑬
　
八
木
俊
道
「
行
政
に
お
け
る
総
合
調
整
と
行
政
組
織
」
（
公
法
研
究
五
〇
号
）
二
一
八
頁
参
照
。

⑯
　
芝
池
義
一
「
行
政
計
画
と
総
合
調
整
」
（
法
律
時
報
五
四
巻
一
一
号
）
二
八
頁
参
照
。

⑯
　
佐
藤
、
前
掲
書
二
九
六
頁
以
下
参
照
。

⑯
　
経
済
企
画
庁
に
つ
い
て
は
、
梅
原
康
生
「
経
済
企
画
庁
」
（
『
官
庁
と
官
僚
』
）
一
五
六
頁
以
下
参
照
。

αり

　
今
村
「
組
織
の
分
化
と
抗
争
」
（
行
政
学
講
座
4
『
行
政
と
組
織
』
〔
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
〕
所
収
）
五
七
頁
。

⑬
　
今
村
、
前
掲
論
文
（
註
働
）
六
一
頁
参
照
。

⑬
　
佐
藤
、
前
掲
書
二
九
八
頁
註
ω
参
照
。

㈲
　
こ
の
改
正
に
よ
る
組
織
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
図
3
（
福
島
、
前
掲
論
文
九
頁
）
を
参
照
。

⑳
　
明
治
大
学
企
業
経
営
研
究
会
編
『
戦
後
企
業
経
営
の
変
遷
と
課
題
』
〔
勤
草
書
房
、
一
九
八
三
年
〕
三
六
七
頁
参
照
。

㈲
　
上
田
勝
彦
『
中
小
企
業
の
経
営
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
〔
新
日
本
出
版
社
、
一
九
八
二
年
〕
五
二
頁
、
お
よ
び
中
山
金
治
「
中
小
・
零
細
企
業
の
階
級
的
性
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中小企業庁の公共性

図3　機構改正案新旧対照図

（現機構） （業　務） （新機構）

宮
　
　
　
　
房
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
　
　
画
　
　
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
指
　
　
　
　
導
　
　
　
　
部

総　務　課

① 総合調整、法令、庶務、他の

行政庁への協力要請等
総　　　務　　　課

④

①②③

　　　　　②
①②⑤⑥⑧

基本方策の策定

うち小規模企業関係 ⑨

調　査　課 調　　　査　　　課

④　　　　　　　　　⑤

⑥

情報収集、謂査研究等

④
施策の普及、世論の調査

施策普及室
施策についての相談

うち小規模企業関係 ⑦

⑤⑥⑦

　　　　　⑧ 相談、苦情処理、あっせん

⑨うち小規模企業関係

計　画　課

⑩
近代化促進法、特恵対策法、

振興事業団、近代化審議会等
計　　　画　　　課

⑪
⑫
⑬
⑭
⑯
⑯

⑩⑳⑳㊨ ⑩

官
房
計
画
部
指

中　小　企　業　金　融
金　融　課 金　　　融　　　課

税制、労働、投資育成会社
⑪ ⑪

振　興　課
近代化資金等助成法

振　　　興　　　課

下請振興法、下請代金遅延防

止法等、官公需法
⑫⑮ ⑫

下請企業課 下請　企業　課小規模企業共済法
⑳⑩ ⑭

中小企業指導法、診断指導等

指　導　課 うち卸売業関係　　　⑰

うち小売サービス業関係⑱

指　　　導　　　課

⑮

⑲

⑯

中　小　企　業　団　体　法

組　織　課
うち安定事業、合理化事業⑳

組　　　織　　　課
うち特殊契約　⑳

⑲⑳⑳ ⑲⑳⑳

＠
㊧

中小企業協同組合法
うち団体協約　　⑳ 導

部商　　　工　　　会　　　法

技　術　課 技術、試験研究関係 技　　　術　　　課

⑳
⑳

⑳ 卸　売　業、　輸　出　等 ⑳

商業第一課 取　引　流　通　課

　　　（仮称）小売商業サービス業関係

小売　商　業　振興　法
⑰珍

⑰⑳⑳⑳

商業第二課

　　　⑱⑳

（庄）㊥は，対応関係を示す・

小規模企業政策課

　　　（仮称）
③⑧⑮⑳

小売商業課（仮称）

小
規
模
企
業
部

⑱⑳

参　事　官

小規模企業指導官⑤

⑦⑨
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論説

　
格
と
再
生
産
条
件
」
（
科
学
と
思
想
五
九
号
）
六
六
頁
参
照
。
七
三
年
に
発
足
し
た
小
企
業
経
営
改
善
資
金
融
資
制
度
に
つ
い
て
は
、

　
二
年
二
月
七
日
参
照
。

　
　
∂

　
　
く

　
　
除

　
　
を

　
　
庁

　
　
業

　
　
企

　
　
小

　
　
仲

　
　
局

　
　
部

　
　
係

　
　
関

　
　
策

　
　
施

　
　
業

　
　
企

　
　
小

　
　
中

　
　
な

　
　
主

　
　
る

　
　
け

　
　
お

　
　
に

　
　
等

　
　
庁

　
　
省

　
　
各

　
　
表

㈲
　
他
省
庁
等
に
お
け
る
主
な
中
小
企
業
施
策
関
係
部
局
に
つ
い
て
は
、
表
1
を
参
照
。

朝
日
新
聞
一
九
八

関　　係　　部　　局 関　　　係　　　施　　　策

内閣官房 内閣審議室 行政各部の施策の総合調整等

内閣法制局 第　4部
通商産業省の所管に属する事項に係る法
律案及び政令案の審査及び立案等

総理府
内閣総理大臣

官房審議室
各行政機関の事務の連絡等

公正取引委
員会事務局

経済部（団
体課等）

中小企業等協同組合が私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律の適用除外の適格要件を備えている

かどうかの判断等

取引部（下
請課等）

下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告
等不公正取引に関する事項等

国家公安委
員会（警察

交通局（運
転免許課） 自動車教習所業等

行政管理庁
行政制度一般に関する基本的事項の企画
等

経済企画庁
経済全般の運営の基本方針の策定、経済
に関する基本的な政策の総合調整等

科学技術庁 関係行政機関の科学技術に関する事務の
総合調整等

環境庁
環境の保全に関する基本的な政策の企
画、立案及び推進等

沖縄開発庁
沖縄振興開発特別措置法に基づく沖縄振興開
発計画の実施、沖縄振興開発金融公庫等

国土庁
長官官房（防

災企画課）

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する

法律による激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の

指定等

大蔵省 主計局 国の予算の作成、執行等

主税局 租税に関する制度の企画立案等

理財局 資金運用部資金の管理運用等

銀行局
国民金融公庫等特別の法律により設立された金融機関

の監督、金融機関の融資及び金利の規制、火災共済協

同組合等

国税庁 （間税部） 酒類の製造業及び販売業等
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中小企業庁の公共性

文部省
初等中等教
育局

（騨育）
職業教育、産業教育等

大学局
（鯵育） 技術教育等

厚生省 環境衛生局（鱗奪） 環境衛生金融公庫、環境衛生関係営業の
運営の適正化に関する法律等

薬務局 （経済課）
医薬品、医薬部外品、医療用具、衛生材
料及びその他の衛生用品の生産、販売等
の事業

保険局
（環騰） 国民健康保険の企画、立案等

年金局 年金制度の企画、立案、年金福祉事業団

社会保険庁
政府管掌健康保険事業、厚生年金保険事
業、国民年金事業等の運営

農林水産省 食品流通局
（1茎離） 農林水産省の所掌に係る商工業その他の

事業を営む中小企業の育成、発展等

通商産業省 通商政策局 通商に関する政策、計画等の立案、調整等

貿易局
輸出入の増進、改善及び調整、輸出中小
企業製品統一商標法等

産業政策局
商工鉱業に関する基本的な政策及び計画の立
案、商工会議所及び日本商工会議所、大規模
小売店舗における小売業等

立地公害局
産業立地、通商産業省の所掌に係る産業
公害の防止、火薬、高圧ガス、液化石油
ガス等

基礎産業局
鉄鋼、軽金属等、化学工業品等、化学肥
料等

機械情報産
業局

機械器具、鋳鍛造品、計量、武器等、機
械類信用保険

生活産業局
繊維工業品、雑貨工業品等、伝統的工芸
品産業の振興に関する法律

工業技術院
鉱工業の科学技術に関する試験研究、工
業標準等

資源エネ
ルギー庁

エネルギーに関する総合的な政策及び計
画の立案、鉱物、非鉄金属、石油、可燃
性天然ガス、石炭、亜炭、電気、ガス及
び熱供給事業等
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説論

特許庁 発明、実用新案、意匠及び商標

運輸省
大臣官房観
光部 観光事業、旅行業等

海運局 外航船舶運航事業、内航海運業等

船舶局 造船事業、造船関連工業

港湾局 港湾運送事業、倉庫業等

鉄道監督局 地方鉄道、軌道等

自動車局
自動車運送事業、自動車運送取扱事業、自動
車ターミナル事業、自動車分解整備事業、通
運事業等

航空局 航空運送事業等

郵政省 電波監理局 電波、放送、有線放送等

労働省 労政局 労働関係に関する基本的政策の立案等

労働基準局
労働者の保護、労働者災害保障、労働福祉事
業、労働安全衛生、中小企業退職金共済、勤
労者財産形成、最低賃金、家内労働等

職業安定局 雇用政策、雇用保険事業、職業紹介、離
職者対策等

職業訓練局 職業訓練、技能検定等

建設省 計画局
（纒）

建設業法、建設業者等

自治省 行政局
地方公共団体の組織、運営に関する制度
の企画、立案等

財政局
地方公共団体の財政に関する制度の企
画、立案等

税務局 地方税等に関する制度の企画、立案等

（〔鵬灘、1購臨・．）
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¢6）⑫5）⑫4）

中
小
企
業
庁
編
『
中
小
企
業
基
本
法
の
解
説
－
新
し
い
中
小
企
業
の
指
針
1
』
〔
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
三
年
〕

八
木
俊
道
「
行
政
改
革
関
連
諸
法
律
と
今
後
の
行
政
管
理
（
上
）
」
自
治
研
究
六
〇
巻
二
号
六
〇
頁
～
六
一
頁
。

同
前
、
七
四
頁
。

｝
九
九
頁
参
照
。

三
　
法
的
・
政
策
的
間
題
状
況
の
分
析
・
検
討

中小企業庁の公共性

　
H
　
中
小
企
業
施
策
の
法
的
構
造

　
「
中
小
企
業
を
育
成
し
、
及
び
発
展
さ
せ
、
且
つ
、
そ
の
経
営
を
向
上
さ
せ
る
に
足
る
諸
条
件
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
（
設
置

法
一
条
）
中
小
企
業
庁
が
行
政
活
動
を
行
う
と
き
、
そ
の
行
政
活
動
を
蕎
導
す
る
中
小
企
業
政
策
の
方
向
づ
け
が
、
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
を
規
定
す
る
の
が
、
中
小
企
業
に
関
す
る
政
策
の
目
標
を
示
す
「
中
小
企
業
に
関
す
る
憲
章
ー
中
小
企
業
憲
法
と
も
い
う
べ

き
」
中
小
企
業
基
本
法
で
あ
る
。
基
本
法
は
、
国
の
中
小
企
業
政
策
の
目
標
と
し
て
、
①
中
小
企
業
の
生
産
性
お
よ
び
取
引
条
件
の
向
上
に
よ

る
企
業
問
格
差
の
是
正
を
め
ざ
し
て
、
中
小
企
業
の
成
長
発
展
を
図
る
こ
と
、
お
よ
び
②
中
小
企
業
の
従
事
者
の
経
済
的
社
会
的
地
位
の
向
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

に
資
す
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
目
標
を
規
定
す
る
（
一
条
）
が
、
両
目
標
の
う
ち
基
本
的
目
標
は
前
者
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
目
標
達
成
の

た
め
に
、
国
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
策
の
方
向
づ
け
と
し
て
、
三
方
向
・
八
事
項
が
規
定
さ
れ
る
（
三
条
）
。
す
な
わ
ち
、
ω
中
小
企

業
の
体
質
改
善
を
図
る
た
め
の
方
向
（
①
設
備
の
近
代
化
、
②
技
術
の
向
上
、
③
経
営
管
理
の
合
理
化
、
お
よ
び
④
中
小
企
業
構
造
の
高
度

化
）
、
㈹
環
境
整
備
を
図
る
た
め
の
方
向
（
⑤
取
引
条
件
の
不
利
の
補
正
、
⑥
需
要
の
増
進
、
お
よ
び
⑦
事
業
活
動
の
機
会
の
適
正
な
確
保
）
、

お
よ
び
⑥
・
⑧
労
働
関
係
の
適
正
化
お
よ
び
従
業
員
の
福
祉
の
向
上
な
ら
び
に
労
働
力
の
確
保
の
方
向
で
あ
る
。
現
行
の
中
小
企
業
施
策
は
、

こ
の
基
本
法
の
方
向
づ
け
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
小
企
業
施
策
は
、
中
小
企
業
の
体
質
改
善
を
図
る
た
め
の
方
向
に
従
っ
た
①

　
　
　
　
　
　
　
　
の

中
小
企
業
の
高
度
化
等
の
た
め
の
施
策
（
二
章
）
、
お
よ
び
環
境
整
備
を
図
る
た
め
の
方
向
に
従
っ
た
②
事
業
活
動
の
不
利
の
補
正
の
た
め
の
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説論

施
策
（
三
章
）
を
二
本
柱
と
し
、
こ
れ
を
補
完
す
る
施
策
と
し
て
、
③
小
規
模
企
業
に
対
す
る
特
別
の
配
慮
を
加
え
た
小
規
模
企
業
施
策
（
四

章
）
、
お
よ
び
④
前
三
者
を
資
金
融
通
の
適
正
円
滑
化
お
よ
び
企
業
資
本
の
充
実
に
よ
っ
て
資
金
的
に
補
完
す
る
金
融
・
税
制
等
を
加
え
た
四

　
　
　
　
　
　
　
　
り

施
策
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
図
4
参
照
）
。

　
こ
れ
ら
四
施
策
の
う
ち
、
戦
後
の
中
小
企
業
行
政
は
、
中
小
企
業
の
体
質
改
善
を
は
か
る
中
小
企
業
の
高
度
化
等
の
中
小
企
業
近
代
化
施
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

を
一
貫
し
て
追
求
し
て
き
た
。
中
小
企
業
の
高
度
化
は
中
小
企
業
の
近
代
化
の
一
態
様
で
あ
り
、
中
小
企
業
の
近
代
化
は
、
「
個
々
の
中
小
企

業
の
企
業
内
部
に
お
け
る
設
備
、
経
営
等
の
合
理
化
の
み
な
ら
ず
、
企
業
間
更
に
は
業
種
問
に
お
け
る
諸
関
係
を
も
含
め
て
総
体
と
し
て
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク

小
企
業
層
の
体
質
強
化
を
図
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
施
策
は
、
そ
の
対
象
の
と
ら
え
方
に
よ
り
、
業
種
ぐ
る
み
型
、
組

合
ま
た
は
企
業
グ
ル
ー
プ
型
お
よ
び
個
別
企
業
型
の
三
類
型
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
典
型
例
は
業
種
ぐ
る
み
型
で
あ
る
。
業
種
ぐ
る
み
型
と

は
、
同
一
業
種
に
属
す
る
中
小
企
業
の
近
代
化
を
行
う
類
型
で
あ
り
、
こ
の
一
般
法
と
し
て
、
中
小
企
業
近
代
化
促
進
法
（
以
下
「
近
促
法
」

と
略
す
。
）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
近
促
法
は
、
基
本
法
を
具
体
化
す
る
中
小
企
業
近
代
化
施
策
の
切
札
と
し
て
一
九
六
三
年
に
制
定
さ
れ

た
。
そ
の
後
本
法
は
、
国
際
競
争
力
の
激
化
と
い
う
対
外
的
要
因
な
ど
か
ら
一
九
六
九
年
に
、
先
進
国
型
経
済
に
ふ
さ
わ
し
い
中
小
企
業
と
い

う
新
し
い
中
小
企
業
政
策
に
も
と
づ
く
知
識
集
約
型
産
業
構
造
へ
の
志
向
な
ど
か
ら
一
九
七
三
年
に
、
構
造
的
危
機
下
の
中
小
企
業
政
策
と
し

て
一
九
七
五
年
に
改
正
さ
れ
、
第
四
次
近
促
法
の
時
期
に
入
っ
て
い
る
。
近
促
法
の
目
的
規
定
を
み
る
と
、
中
間
目
的
は
、
中
小
企
業
の
成
長

発
展
を
図
る
た
め
に
、
中
小
企
業
の
近
代
化
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
り
、
窮
極
目
的
は
、
「
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
と
国
民
生
活
の
安
定
向

上
に
寄
与
す
る
こ
と
」
（
一
条
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
中
小
企
業
の
従
事
者
の
経
済
的
社
会
的
地
位
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
」
（
基
本
法

一
条
）
を
二
次
的
で
は
あ
る
が
目
標
と
す
る
基
本
法
と
異
な
り
、
近
促
法
に
は
、
中
小
企
業
従
事
者
の
擁
護
の
目
的
が
欠
落
し
て
い
る
。
そ
れ

故
、
近
促
法
を
一
般
法
と
す
る
近
代
化
施
策
を
中
心
に
し
て
中
小
企
業
行
政
が
な
さ
れ
れ
ば
な
さ
れ
る
ほ
ど
、
基
本
法
と
の
矛
盾
が
拡
大
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
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中小企業近代化促進法
　　（昭38●　広64）

繊維工業構造改善臨時措置法
　　（昭42・法82）

特定機械情報産業振興臨時措置法
　　（昭53・法84）

業種別近代化・構造改善

灘響讐抽轍謙騨
機械類の割賦販売契約等に一機械類信用保険法
よる取引についての信用保　　　　　（昭36。法156）
険

中小企業者の機械等の特別一租税特別措置法
償却等の税制措置　　　　　　　　　（昭32・法

王
設備の近代化
　　（§9）

中小企業指導法
　　（昭38・θ…147）

中小企業振興事業団法
　　（昭42・法56）

総合指導所の設置推進

経営の診断及び指導の強化

技術指導及び研究開発の推
進

経営管理者及び技術者の研
修による人材養成

情報提供ノステムの強化

技術の向上・経営
管理の合理化
　　（§10）
　　（§11）

鰭　鮮礫灘灘㍉1搬ll

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する法律
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭32。法164）

商店街振興組合法
　（昭37●法14

中小小売商業振興法
　　（昭48。法101

事業の転換一事業の転換の円滑化一中小企業事業転換対策臨時措置法
　　（§15）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭51。法84）

労働基準法
　　（昭22・法49）

最低賃金法
　　（昭34●法137）

家内労働法
　　（昭45・法60）

労働安全衛生法
　　（昭47●法57）

労働者災害補償保険法
　　（昭22。法50）

中小企業退職金共済法
　　（昭34。法160）

勤労者財産形成促進法
　　（昭46・法92）

年金福祉事業団法
　　（昭36・法180）

雇用保険法
　　（昭49・法n6）

中高年齢者等の雇用の促進に関する
特別措置法
　　（昭46・法68）

職業訓練法
　（昭44・法

職業安定法
　（昭22・法

商店街が形成されている地
域における商業●サーヒス
業者の組織化

中小小売商業の振興
工

甑一
　
）

サ
　
ー
4

び
　
§

及
策
（

業
対

商
業

労働条件の向上
勤労者福祉の向上
勤労意欲の向上，職業能力
の開発向上

合理的労使関係の形成

雇用安定，雇用開発及び雇
用改善

王
策働　対

（§16）
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説論

離纏灘上下請曳朧辱藷

中小企業団体の組織に関する法律

不当景品類及び不当表示防止法
　　（昭37。法134）

下請代金支払遅延等防止法
　　（昭31・広120）

建　設　業　法
　　（昭24・法100）

中小企業の事業店動の機会の確保の
ための大企業者の事業后動の調整に
関する法律
　　（昭52・法74）

中小企業団体の組織に関する法律

環境衛生関係営業の運営の適正化に
関する法律

小売商業調整特別措置法
　　（昭34・法155）

大規模小売店舗における小売業の事
業活動の調整に関する法律
　　（昭48・法109）

ユ励吐鰍物畷離

工
一

下請企業の振興

過度の競争の防止
　　（§17）

1励吐正適の取譜ゆ和不
　
）

の
　
1
8

牛
　
　
§

条
　
（

引
正

取
補

謙欝会のr：縦綴灘羨
　　　　　　　　　契約

国等からの受庄機一官公需受庄確保対策｝官公需にっいての中小企業者の受庄
会の確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の確保に関する法律
　　（§20）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭41。法97）

輸　興工糟『灘轟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭45。往…85）

蹴禦一蹴轡㈱たrll灘1争
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭24・政414）

小規模企業の指導一経営改善普及事業の推進一商工会の組織等に関する法律（商工
　　　　　　　　　（経営指導員等の増員）　　　　会議所も含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭35・法89）

書融●税脚措rl騰鴛諜

　　　　　　　　　等

共　済　制　　度一小規模企業共済制度の拡充一小規模企業共済等に関する法律
　　　　　　　　　強化　　　　　　　　　　　　　　（昭40・法102）

設備の近代化一設備近代化資金・設備貸与一中小企業近代化資金等助成法
　　　　　　　　　制度の充実

行　撒丁業誰鷺
　　　　　　　　　業務の充実

中小企業金融公庫法
　　（昭28・法138

国民金融公庫法
　　（昭24・法49）
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融
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の

　
　
　
金
融
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府
業
制
　
機

　
　
　
政
企
　
完
　
　
融

　
　
　
の
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金

　
　
　
他
中

　
　
　
の
る
用
　
間

　
　
　
そ
よ
　
信
　
　
民

中小企業近代化資金等助
成法■灘錺醜鷲離備

の
置

設
造
措

策融　対
（§24）

金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L中小企業振興事業団法

税制一中小企業者の租税負担の適一租税特別措置法
　　（§25）　　　正化等

企業資本の充実一中小企業投資育成の充実一中小企業投資育成株式会社法
　　（態25）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭38・沃101）
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中小企業庁の公共性

　
近
促
法
の
仕
組
み
は
図
5
の
通
り
で
あ
る
。
中
小
企
業
の
近
代
化
を
促
進
す
る
手
段
と
し
て
、
近
促
法
は
、
近
代
化
計
画
、
業
種
別
構
造
改

善
計
画
、
関
連
業
種
協
調
型
構
造
改
善
計
画
、
お
よ
び
新
分
野
進
出
計
画
の
四
つ
を
規
定
す
る
（
三
条
、
四
条
一
項
お
よ
び
二
項
な
ら
び
に
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

条
）
。
こ
の
な
か
で
、
中
小
企
業
近
代
化
施
策
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
つ
つ
あ
る
の
が
、
業
種
別
構
造
改
善
計
画
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度

は
、
特
定
業
種
に
指
定
さ
れ
た
業
界
の
商
工
組
合
等
が
、
生
産
ま
た
は
経
営
の
規
模
ま
た
は
方
式
の
適
正
化
、
と
い
う
企
業
集
約
化
な
ど
の
構

造
改
善
事
業
に
つ
い
て
、
中
小
企
業
構
造
改
善
計
画
を
作
成
し
、
特
定
事
業
所
管
大
臣
が
そ
れ
を
承
認
す
る
制
度
（
四
条
一
項
）
で
あ
る
。
ま

ず
、
特
定
業
種
の
指
定
要
件
は
、
①
指
定
業
種
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
②
緊
急
に
そ
の
業
種
の
構
造
改
善
を
図
る
こ
と
が
、
国
民

経
済
の
健
全
な
発
展
ま
た
は
国
民
生
活
の
安
定
も
し
く
は
向
上
の
た
め
に
と
く
に
必
要
で
あ
る
こ
と
（
四
条
一
項
）
で
あ
る
。
な
お
、
第
一
要

件
で
あ
る
指
定
業
種
の
指
定
要
件
は
、
①
中
小
企
業
性
業
種
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
②
④
産
業
構
造
の
高
度
化
も
し
く
は
産
業
の
国
際
競
争
力

の
強
化
を
促
進
し
、
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
た
め
と
く
に
必
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
◎
国
民
生
活
と
の
関
連
性
の
高
い
物
品
も

し
く
は
役
務
で
あ
り
、
か
つ
国
民
生
活
の
安
定
も
し
く
は
向
上
に
資
す
る
た
め
と
く
に
必
要
で
あ
る
こ
と
、
に
該
当
す
る
こ
と
（
三
条
一
項
）

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
業
種
の
指
定
は
、
中
小
企
業
の
擁
護
の
た
め
に
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ぎ
に
、
構
造
改
善
計
画
の
記
載

事
項
は
、
①
構
造
改
善
事
業
の
目
標
、
②
構
造
改
善
事
業
の
内
容
お
よ
び
実
施
時
期
、
③
構
造
改
善
事
業
実
施
に
必
要
な
資
金
額
お
よ
び
そ
の

調
達
方
法
、
な
ら
び
に
④
試
験
研
究
費
に
充
て
る
た
め
の
負
担
金
の
賦
課
基
準
（
四
条
三
項
）
で
あ
る
。
②
構
造
改
善
事
業
の
内
容
の
記
載
事

項
の
一
つ
で
あ
る
従
業
員
の
福
祉
の
向
上
と
い
う
配
慮
事
項
（
近
促
法
施
行
規
則
様
式
第
一
）
を
別
に
す
れ
ば
、
中
小
企
業
の
擁
護
の
た
め
の

計
画
記
載
事
項
は
な
ん
ら
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
「
大
企
業
の
参
加
に
ょ
り
構
造
改
善
事
業
の
全
体
像
が
明
ら
か
と
な
り
、
構
造
改
善
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

の
実
効
性
が
よ
り
高
く
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
参
加
を
排
除
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
」
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
こ
の
計
画
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
助
成
措
置
と
し
て
、
①
金
融
上
の
措
置
（
中
小
企
業
金
融
公
庫
お
よ
び
国
民
金
融
公
庫

に
ょ
る
構
造
改
善
等
特
別
貸
付
制
度
お
よ
び
中
小
企
業
事
業
団
融
資
）
、
②
税
制
上
の
措
置
（
機
械
等
の
割
増
償
却
、
試
験
研
究
費
賦
課
金
の

任
意
償
却
、
増
加
試
験
研
究
費
の
税
額
控
除
、
賦
課
金
に
よ
り
取
得
し
た
試
験
研
究
用
資
産
の
圧
縮
記
帳
、
合
併
ま
た
は
現
物
出
資
等
の
場
合
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論　説
図5中小企業近代化促進法に基づく各種対策と助成措置

中小企業近代化促進法

指定要件

指定業種指定 進出促進業種指定

／雛難』
進変需

近　代　化　計　画
出動給
をに構主務大臣が作成する
促よ造
進り等

灘灘
す新経
べ分済

特定業種指定 き野事
業へ情
種のの

関連業種指定

業種別構造改善計画 関連業種協調型構造改善計画 新分野進出計画

金 融 税　　　制 金融・税制

（金　融）

中小企業金融公庫お 国　税
中小企業金融公庫お

よび国民金融公庫 ・100分の32割増償
よび国民金融公庫

・近代化促進等貸付 却（特定業種のみ）
・事業転換貸付

（指定業種，関連業 ・技術開発税制
中小企業事業団

種） ・負担金の損金算
・知識集約化貸付

・構造改善貸付 入
（無利子）

中小企業事業団 ・試験研究資産の
近代化保証制度

・企業合同貸付 圧縮記帳
（税　制）

・知識集約化貸付 ・増加試験研究費
技術開発税制

（無利子）（関連業種 の税額控除
・負担金の損金算入

を含む）
地方税 ・試験研究資産の圧

近代化保証制度
・特別土地保有税の 縮記帳

（関連業種を含む）
非課税措置 ・増加試験研究費の

・知識集約化施設に 税額控除

対する不動産取得 加速償却制度

税の課税標準の特 ・特別土地保有税の

例 非課税措置

・事業所税の非課税 ・知識集約化施設に

措置 対する不動産取得

の課税標準の特例

・事業所税の非課税

措置

（艦諜幣銀1朧難努諾業の施策）

　　　　　　　　　　　　　一86一



中小企業庁の公共性

の
登
録
免
許
税
の
軽
減
、
な
ら
び
に
特
別
土
地
保
有
税
お
よ
び
事
業
所
税
の
非
課
税
）
お
よ
び
近
代
化
保
険
制
度
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
計
画
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

度
の
実
施
の
確
保
が
、
金
融
・
税
制
に
よ
る
誘
導
で
は
十
分
に
担
保
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
勧
告
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

近
代
化
計
画
が
策
定
さ
れ
た
業
種
（
構
造
改
善
事
業
を
実
施
す
る
特
定
業
種
を
含
む
。
）
に
つ
き
、
近
代
化
計
画
の
一
定
の
事
項
に
関
し
、
当

該
指
定
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
う
中
小
企
業
者
も
し
く
は
そ
の
団
体
ま
た
は
当
該
中
小
企
業
者
の
事
業
と
競
合
も
し
く
は
関
連
す
る
事
業
を

行
う
者
も
し
く
は
そ
の
団
体
に
対
し
、
主
務
大
臣
は
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
七
条
一
項
・
二
項
）
。
こ
の
よ
う
に
、
中
小
企
業

近
代
化
施
策
は
、
①
計
画
制
度
の
採
用
、
②
中
小
企
業
組
合
へ
の
計
画
作
成
主
体
性
の
付
与
、
③
計
画
制
度
の
実
施
を
担
保
す
る
金
融
．
税
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
よ
る
誘
導
、
お
よ
び
④
勧
告
と
い
う
行
政
指
導
に
よ
る
誘
導
を
そ
の
特
徴
と
し
て
有
す
る
。
中
小
企
業
近
代
化
施
策
は
、
計
画
と
い
う
手
段

を
中
心
に
、
助
成
措
置
お
よ
び
行
政
指
導
に
よ
る
補
完
を
通
じ
て
、
指
針
的
・
誘
導
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

　
⇔
　
中
小
企
業
施
策
の
法
的
諸
間
題

　
戦
後
中
小
企
業
行
政
の
基
本
的
な
施
策
で
あ
る
中
小
企
業
近
代
化
施
策
に
つ
き
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
中
小
企
業
庁
に
は
作
用
法

上
の
権
限
は
な
ん
ら
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
作
用
法
上
の
権
限
は
、
す
べ
て
主
務
大
臣
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
組
織
法
（
設
置
法

三
条
一
項
七
の
三
号
）
上
、
近
促
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
は
、
中
小
企
業
庁
に
よ
っ
て
所
掌
さ
れ
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
を
具
体
的
に
担
保
す
る
作
用
法
上
の
権
限
は
、
な
ん
ら
中
小
企
業
庁
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
業
種
別
構
造
改
善
計
画
を
策
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

・
実
施
す
る
過
程
で
、
実
務
上
は
、
中
小
企
業
庁
と
主
務
大
臣
と
が
密
接
な
連
絡
を
と
り
な
が
ら
行
わ
れ
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

こ
の
中
小
企
業
庁
の
活
動
は
法
的
に
は
な
ん
ら
担
保
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
な
に
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
小
企
業

庁
は
、
組
織
法
上
、
中
小
企
業
に
関
す
る
横
割
り
官
庁
で
あ
り
な
が
ら
、
作
用
法
上
は
、
横
割
り
官
庁
に
ふ
さ
わ
し
い
権
限
は
な
ん
ら
与
え
ら

れ
て
お
ら
ず
、
中
小
企
業
庁
が
所
掌
す
る
事
務
を
タ
テ
割
り
に
し
、
タ
テ
割
り
官
庁
に
そ
れ
ぞ
れ
権
限
が
授
権
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
小

企
業
庁
は
、
タ
テ
割
り
官
庁
が
既
に
決
定
し
た
施
策
の
枠
の
内
で
、
事
実
上
中
小
企
業
庁
の
組
織
目
的
を
追
求
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
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説論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
。
こ
れ
は
、
組
織
法
上
中
小
企
業
庁
に
与
え
ら
れ
る
権
限
が
、
個
々
の
作
用
法
に
よ
っ
て
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
戦

後
の
中
小
企
業
施
策
、
と
り
わ
け
中
小
企
業
近
代
化
施
策
は
、
中
小
企
業
庁
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
タ
テ
割
り
主
務
官
庁
に
よ
っ
て

実
施
さ
れ
て
き
た
、
と
み
な
し
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
中
小
企
業
庁
の
附
属
機
関
で
あ
る
中
小
企
業
近
代
化
審
議
会
に
は
、
中
小
企
業
構
造
改
善
計
画
制
度
の
実
施
過
程
へ
の
関
与
権
限
が

授
権
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
構
造
改
善
計
画
の
承
認
お
よ
び
そ
の
取
消
し
に
関
す
る
必
要
事
項
の
政
令
へ
の
委
任
規
定
（
四
条
五
項
）
に

も
と
づ
き
、
近
促
法
施
行
令
七
条
は
、
主
務
大
臣
が
構
造
改
善
計
画
の
承
認
お
よ
び
変
更
承
認
を
す
る
と
き
、
中
小
企
業
近
代
化
審
議
会
の
意

　
　
　
　
　
　
　
⑯

見
を
聴
く
旨
定
め
る
（
一
項
お
よ
び
三
項
）
。
そ
こ
で
、
こ
の
審
議
会
に
つ
い
て
、
以
下
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
構
造
改
善
計
画
の
承
認
の

基
準
は
、
近
代
化
計
画
に
定
め
る
近
代
化
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
基
準
で
あ

る
（
近
促
法
四
条
四
項
）
。
こ
の
政
令
へ
の
委
任
規
定
に
も
と
づ
き
、
近
促
法
施
行
令
六
条
は
、
①
構
造
改
善
計
画
の
記
載
事
項
な
ら
び
に
②

構
造
改
善
事
業
へ
の
参
加
者
の
割
合
お
よ
び
構
造
改
善
事
業
実
施
の
効
果
に
関
す
る
、
以
下
の
承
認
基
準
を
定
め
る
。
前
者
に
関
す
る
基
準
は

つ
ぎ
の
三
基
準
で
あ
る
。
①
構
造
改
善
事
業
の
目
標
な
ら
び
に
構
造
改
善
事
業
の
内
容
お
よ
び
実
施
時
期
が
、
当
該
特
定
業
種
に
係
る
近
代
化

計
画
に
定
め
る
近
代
化
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
②
構
造
改
善
事
業
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
の
額
お
よ
び

そ
の
調
達
方
法
が
、
当
該
構
造
改
善
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
③
必
要
な
試
験
研
究
費
に
充
て
る
た
め
の
負

担
金
の
賦
課
基
準
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
後
者
に
関
す
る
基
準
は
つ
ぎ
の
基
準
で
あ
る
。
④
当
該
特
定
商
工
組
合
等
の
構
成
員
た
る
中

小
企
業
者
で
あ
っ
て
、
当
該
構
造
改
善
事
業
に
係
る
特
定
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
う
も
の
の
相
当
部
分
が
当
該
構
造
改
善
事
業
に
参
加
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

か
つ
当
該
構
造
改
善
事
業
の
実
施
が
当
該
特
定
業
種
に
属
す
る
中
小
企
業
の
構
造
改
善
に
著
し
く
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
徽
。

　
承
認
基
準
の
規
律
内
容
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
基
準
が
非
常
に
概
括
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
主
務
大
臣
は
、
行
政
法
令
に

ょ
っ
て
具
体
的
に
拘
束
さ
れ
な
い
判
断
権
を
授
権
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
主
務
大
臣
は
承
認
に
つ
き
、
広
範
な
裁
量
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
、
そ
の
判
断
・
決
定
過
程
が
原
則
と
し
て
公
開
の
慎
重
な
審
議
手
続
に
よ
ら
な
い
行
政
の
官
僚
主
義
的
独
善
、
便
宜
主
義
な
ど
に
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中小企業庁の公共性

よ
っ
て
、
中
小
企
業
（
者
）
の
権
利
自
由
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
、
裁
量
判
断
過
程
の
公
開
、
そ
の
他
公
正
手
続
を
保
障
す
る
手
続
的
統
制
手
段

と
し
て
、
審
議
会
へ
の
諮
問
手
続
が
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
四
つ
の
承
認
基
準
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
専
門
的
・
技
術
的

諮
問
手
続
を
承
認
過
程
の
中
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
主
務
大
臣
の
裁
量
権
行
使
が
科
学
化
・
合
理
化
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
科
学
化
・
合
理
化
機
能
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
重
要
な
の
が
、
審
議
会
の
委
員
構
成
で
あ
る
。
審
議
会
の
専
門
委
員
が
、
関
係
行
政

機
関
の
職
員
お
よ
び
中
小
企
業
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
か
ら
、
通
商
産
業
大
臣
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
（
一
四
条
二
項
）
の
と
異
な
り
、

委
員
は
、
中
小
企
業
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
か
ら
の
み
任
命
さ
れ
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
は
除
外
さ
れ
て
い
る
（
同
条
一
項
）
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
城

は
、
審
議
会
が
「
お
手
盛
り
」
審
議
会
化
お
よ
び
「
御
用
機
関
化
」
す
る
の
を
避
け
る
た
め
に
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
事
業
団
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

公
庫
、
お
よ
び
金
庫
と
い
う
特
殊
行
政
法
人
の
代
表
者
が
委
員
の
三
分
の
一
近
く
を
占
め
て
お
り
、
特
殊
行
政
法
人
の
代
表
者
の
多
く
が
関
係

行
政
機
関
の
出
身
者
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
学
識
経
験
者
だ
け
に
委
員
を
限
定
し
た
意
味
が
、
実
際
の
運
用
に
お
い
て
は
な
く
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
、
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
「
審
議
会
の
場
を
通
じ
て
関
係
行
政
機
関
の
意
見
を
十
分
反
映
さ
せ
、
調
整
を
図
っ
て
い
く
た
め
」
に
、
関
係
行

政
機
関
の
職
員
が
専
門
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
、
審
議
会
に
期
待
さ
れ
る
裁
量
権
行
使
の
科
学
化
・
合
理
化
の
機
能
と
係
わ
り
の
な

い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
が
專
門
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
問
題
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
実

際
の
審
議
会
は
、
法
律
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
機
能
を
果
た
せ
る
も
の
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
主
務
大
臣
の
裁
量
権
行
使
の
科
学
化
・
合
理
化
の

機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
委
員
お
よ
び
専
門
委
員
の
構
成
が
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
計
画
承
認
の
取
消
の
場

合
、
中
小
企
業
近
代
化
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
べ
き
旨
の
明
文
規
定
は
な
い
が
、
「
承
認
、
変
更
承
認
等
に
つ
い
て
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

と
と
し
、
手
続
に
慎
重
を
期
し
て
い
る
趣
旨
か
ら
、
審
議
会
の
議
を
経
る
こ
と
と
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
ω
　
中
小
企
業
庁
編
『
中
小
企
業
基
本
法
の
解
説
i
新
し
い
中
小
企
業
の
指
針
ー
』
〔
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
三
年
〕
一
〇
一
頁
。

　
㈹
　
　
「
図
る
」
と
「
資
す
る
」
と
に
用
語
が
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
同
前
、
二
三
頁
参
照
。

一89一



説論

⑥
第
二
章
の
章
名
が
、
中
小
企
業
構
造
の
高
度
化
等
と
さ
れ
た
理
由
に
つ
き
、
同
前
、
一
四
一
頁
参
照
。

㈲
　
中
小
企
業
庁
監
修
『
中
小
企
業
施
策
読
本
』
〔
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
○
年
〕
一
三
頁
以
下
参
照
。

㈲
　
中
山
金
治
『
中
小
企
業
近
代
化
の
理
論
と
政
策
』
〔
千
倉
書
房
、
一
九
八
三
年
〕
一
頁
参
照
。

⑥
　
中
小
企
業
庁
計
画
部
計
画
課
編
『
詳
解
中
小
企
業
近
代
化
促
進
法
』
〔
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
六
年
〕
四
五
頁
。

の
　
中
小
企
業
庁
監
修
、
前
掲
書
三
二
頁
参
照
。

㈲
　
中
小
企
業
庁
計
画
部
計
画
課
編
、
前
掲
書
七
〇
頁
参
照
。

㈲
　
同
前
、
二
二
六
頁
。

⑯
　
中
小
企
業
庁
編
『
昭
和
五
八
年
度
版
中
小
企
業
施
策
の
あ
ら
ま
し
』
〔
中
小
企
業
調
査
協
会
、
一
九
八
三
年
〕
一
八
ー
二
一
頁
お
よ
び
四
三
五
～

　
四
六
三
頁
参
照
。

ω
　
計
画
課
編
、
前
掲
書
一
二
七
頁
参
照
。

⑬
　
中
小
企
業
庁
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
。

⑬
　
調
整
部
局
一
般
の
同
様
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
功
『
行
政
組
織
法
〔
新
版
〕
』
〔
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
〕
二
九
八
頁
註
ω
参
照
。

α⇔

　
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
旨
の
定
め
は
、
近
代
化
計
画
の
と
き
の
よ
う
に
、
近
促
法
上
の
も
の
（
三
条
）
で
は
な
く
、
構
造
改
善
事
業
計
画
の
場
合
に

　
は
、
政
令
上
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
近
促
法
で
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
構
造
改
善
計
画
が
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
た
近
代
化
計
画
の
定
め

　
ら
れ
る
指
定
業
種
の
う
ち
、
一
定
の
理
由
か
ら
と
く
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
特
定
業
種
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
る
計
画
で
あ
る
か
ら
、
政
令
上
定
め
ら
れ
た

　
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
と
い
う
手
続
を
政
令
上
規
定
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
政
令
へ
の
委
任
を

　
必
要
と
さ
せ
る
と
一
般
的
に
説
明
さ
れ
る
理
由
に
よ
っ
て
も
、
行
政
過
程
へ
の
審
議
会
の
導
入
の
政
令
に
よ
る
規
律
は
、
説
明
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

　
た
が
っ
て
、
構
造
改
善
計
画
の
承
認
の
判
断
の
妥
当
性
、
公
平
性
等
に
よ
り
慎
重
を
期
す
た
め
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る
か
ぎ
り
、
政
令
上

　
の
こ
の
規
定
は
、
国
民
の
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
も
っ
と
も
よ
く
保
障
す
る
国
会
に
よ
る
法
律
、
す
な
わ
ち
近
促
法
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑯
　
四
つ
の
承
認
基
準
は
ど
れ
も
抽
象
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
法
律
上
規
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
ほ
ど
に
詳
細
で
確
定
的
な
規
律
で
な
く
、
国
会
が
行
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政
機
関
に
委
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
律
内
容
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
承
認
基
準
は
、
近
促
法
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

　
う
。

⑯
　
佐
藤
英
善
「
審
議
会
制
度
改
革
の
国
民
的
課
題
ー
国
家
独
占
資
本
主
義
と
立
法
・
行
政
機
構
1
」
（
経
済
一
七
四
号
）
二
二
四
頁
参
照
。

⑬
　
総
務
庁
編
『
審
議
会
総
覧
（
昭
和
六
一
年
版
）
』
〔
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
六
年
〕
三
六
七
ー
三
六
八
頁
参
照
。

⑬
　
計
画
課
編
、
前
掲
書
一
六
一
頁
。

⑬
　
同
前
、
九
四
頁
。

四
　
臨
調
答
申
批
判

中小企業庁の公共性

　
総
合
安
全
保
障
論
と
日
本
型
福
祉
社
会
論
の
二
つ
の
理
念
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申
に
も
と
づ
く
行
政

改
革
は
、
中
小
企
業
に
か
か
わ
る
行
政
領
域
を
以
下
の
よ
う
に
評
価
す
る
。

　
ま
ず
、
「
行
政
改
革
に
関
す
る
第
一
次
答
申
」
は
、
緊
急
に
取
り
組
む
べ
き
改
革
方
策
の
項
に
お
い
て
、
「
中
小
企
業
対
策
費
は
、
前
年
度
と

同
額
以
下
に
抑
制
す
る
。
こ
の
た
め
、
中
小
企
業
指
導
事
業
等
に
係
る
人
件
費
、
事
業
費
補
助
並
び
に
中
小
企
業
関
係
の
公
庫
・
金
庫
及
び
事

業
団
に
係
る
政
府
出
資
に
つ
い
て
は
、
そ
の
節
減
合
理
化
を
図
る
。
」
と
述
べ
る
。
第
二
部
会
の
「
中
央
省
庁
組
織
の
整
理
・
再
編
に
関
す
る

改
革
案
」
に
お
い
て
は
、
中
小
企
業
庁
の
内
部
部
局
へ
の
格
下
げ
お
よ
び
中
小
企
業
庁
小
規
模
企
業
部
の
統
廃
合
が
考
え
ら
れ
た
が
、
最
終
答

申
に
は
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
最
後
に
、
「
行
政
改
革
に
関
す
る
第
五
次
答
申
i
最
終
答
申
ー
」
は
、
中
小
企
業
対
策
費
を
抑
制

す
る
観
点
か
ら
、
特
殊
法
人
等
の
整
理
合
理
化
の
対
象
と
し
て
、
中
小
企
業
金
融
公
庫
、
中
小
企
業
事
業
団
の
高
度
化
融
資
、
東
京
・
名
古
屋

・
大
阪
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
お
よ
び
中
小
企
業
信
用
保
険
公
庫
を
挙
げ
、
個
別
補
助
金
等
の
整
理
合
理
化
の
対
象
と
し
て
、
小
規
模

事
業
指
導
費
補
助
金
を
挙
げ
る
。
一
九
八
四
年
一
月
二
五
日
の
閣
議
決
定
「
行
政
改
革
に
関
す
る
当
面
の
実
施
方
針
に
つ
い
て
」
で
は
、
特
殊
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法
人
等
の
民
間
法
人
化
の
対
象
と
し
て
、
東
京
・
名
古
屋
・
大
阪
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
が
、
特
殊
法
人
等
の
事
業
の
縮
小
等
の
対
象

と
し
て
、
国
民
金
融
公
庫
、
中
小
企
業
金
融
公
庫
、
中
小
企
業
信
用
保
険
公
庫
お
よ
び
中
小
企
業
事
業
団
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
中

小
企
業
に
か
か
わ
る
行
政
領
域
は
、
臨
調
「
行
革
」
に
お
い
て
は
経
費
を
削
減
さ
れ
る
べ
き
領
域
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
と
の
関
係
で
、
中
小
企
業
庁
の
組
織
の
あ
り
方
に
つ
い
て
答
申
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る

こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
中
小
企
業
庁
の
内
部
部
局
へ
の
格
下
げ
に
つ
い
て
は
、
独
占
的
大
企
業
に
従
属
す
る
中
小
企
業
の
権
利
を
擁
護
す
る
中
小
企
業
庁
を

省
に
格
上
げ
す
る
の
な
ら
と
も
か
く
、
通
商
産
業
省
の
内
部
部
局
に
す
る
と
の
臨
調
答
申
は
、
没
価
値
的
な
目
的
規
定
し
か
も
た
な
い
通
商
産

業
省
の
列
記
さ
れ
た
任
務
ま
た
は
権
限
と
し
て
の
設
置
目
的
に
解
消
さ
れ
な
い
中
小
企
業
庁
の
目
的
を
看
過
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ

は
、
横
割
り
官
庁
と
し
て
の
権
限
を
授
権
さ
れ
て
い
る
中
小
企
業
庁
の
特
殊
性
を
無
視
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
あ
る
べ
き
中
小
企
業
庁
の
組
織

形
態
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
中
小
企
業
庁
小
規
模
企
業
部
の
統
廃
合
も
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
案
は
、
一
九
八
O
年
衆
参
同
時
選
挙

に
お
け
る
自
民
党
の
両
院
で
の
安
定
多
数
確
保
と
い
う
状
況
に
も
と
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
規
模
企
業
部
の
設
置
背
景
が
都
市

部
で
の
中
小
商
工
業
者
の
自
民
党
離
れ
を
食
い
と
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
独
占
的
大
企
業
の
支
配
の
下
で
も
っ
と
も
権
利
を
侵
害
さ

れ
る
小
規
模
企
業
（
者
）
に
対
す
る
施
策
こ
そ
が
、
中
小
企
業
の
権
利
論
か
ら
は
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
臨
調
答
申
は
こ
の
方
向
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
　
ま
と
め
l
l
あ
る
べ
き
中
小
企
業
庁
i

　
三
ま
で
の
、
現
在
の
中
小
企
業
庁
の
行
政
活
動
の
批
判
的
検
討
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
は
、
憲
法
の
価
値
原
理
か
ら
み
た
あ
る
べ
き
中
小
企

業
庁
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
場
合
、
中
小
企
業
庁
の
行
政
活
動
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
、
中
小
企
業
の
育
成
・
発
展
な
ど

の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
が
、
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
憲
法
は
明
文
で
も
っ
て
定
め
て
お
ら
ず
、
ま
た
明
文
の
反
独
占
規
定
も
お
い
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て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
中
小
企
業
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
財
産
権
は
、
社
会
構
成
員
の

各
階
層
ご
と
に
人
権
と
し
て
の
意
義
を
異
に
す
る
か
ら
、
中
小
企
業
（
以
下
、
「
広
義
の
中
小
企
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
そ

こ
に
は
、
弱
小
資
本
で
は
あ
る
が
、
本
質
的
に
は
雇
用
労
働
力
に
依
存
す
る
資
本
制
企
業
と
し
て
の
狭
義
の
中
小
企
業
と
、
自
家
労
働
を
主
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

と
す
る
生
業
的
経
営
と
し
て
の
零
細
企
業
、
と
い
う
質
的
に
異
な
る
企
業
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
零
細
企
業
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

解
釈
が
導
き
出
さ
れ
よ
う
。
零
細
企
業
の
活
動
を
人
権
と
し
て
の
財
産
権
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
は
憲
法
二
九
条
一
項
に
よ
っ
て

保
障
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
二
九
条
一
項
が
保
障
す
る
財
産
権
は
、
「
人
権
と
し
て
の
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
み
る

と
、
個
人
が
自
ら
の
生
命
を
維
持
し
、
家
族
を
養
育
し
、
労
働
力
の
再
生
産
を
お
こ
な
い
、
精
神
的
・
文
化
的
活
動
を
行
う
な
ど
に
必
要
な
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

質
的
財
産
や
無
体
の
財
産
を
獲
得
し
、
自
由
に
処
理
す
る
こ
と
を
認
め
る
個
人
的
財
産
権
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
、
社
会
関
係

に
お
け
る
資
本
家
と
労
働
者
と
の
支
配
従
属
関
係
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
零
細
企
業
の
独
占
的
大
企
業
へ
の
経
済
的
従
属
の
下
、

零
細
企
業
の
所
有
形
態
と
し
て
の
自
営
業
主
は
、
基
本
的
に
は
労
働
者
と
同
じ
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
零
細
企
業
に
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
営
業
主
は
「
基
本
的
に
は
、
自
ら
直
接
生
産
者
で
あ
り
、
自
己
の
労
働
に
基
づ
く
人
間
的
個
体
生
存
の
再
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

に
必
要
な
財
産
の
主
体
で
あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
権
と
し
て
の
実
体
を
も
た
な
い
資
本
主
義
的
大
企
業
の
活
動
か
ら
、
零
細
企
業
の
自
ら
の

労
働
に
基
礎
を
お
く
人
権
と
し
て
の
財
産
権
を
擁
護
す
る
こ
と
が
、
中
小
企
業
庁
の
行
政
活
動
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
狭
義
の
中
小
企
業
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
雇
用
労
働
力
に
依
存
す
る
資
本
制
企
業
と
し
て
の
そ
の
性
格
か
ら
、
零
細
企
業
に
つ
い

て
の
よ
う
に
、
人
権
と
し
て
の
財
産
権
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
、
日
本
経
済
お
よ
び
地
域
経
済
の
担
い
手

で
あ
り
、
国
民
生
活
を
支
え
る
中
小
企
業
が
、
零
細
企
業
と
共
に
、
独
占
的
大
企
業
に
階
層
的
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
現
状
の
下
で
は
、
そ

の
従
属
か
ら
の
脱
却
を
図
り
、
経
済
民
主
主
義
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
要
求
さ
れ
よ
う
。
こ
の
規
範
的
表
現
と
し
て
、
「
中
小
企
業
を
育
成

し
、
及
び
発
展
さ
せ
、
且
つ
、
そ
の
経
営
を
向
上
さ
せ
る
に
足
る
諸
条
件
を
確
立
す
る
こ
と
」
（
設
置
法
一
条
）
が
、
中
小
企
業
庁
の
目
的
と

一93一



説論

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
零
細
企
業
の
人
権
の
保
障
お
よ
び
中
小
企
業
の
経
済
民
主
主
義
要
求
の
実
現
の
た
め
に
、
中
小
企
業
庁
は
、
タ
テ
割
り
官
庁
と
し
て
で

は
な
く
、
横
割
り
官
庁
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
分
野
で
は
、
中
小
企
業
行
政
は
、
た
ん
に

通
商
産
業
省
だ
け
で
な
く
、
農
林
水
産
省
、
運
輸
省
、
建
設
省
な
ど
の
官
庁
の
所
掌
事
務
と
関
係
し
、
中
小
企
業
施
策
の
種
類
か
ら
考
え
る

と
、
文
部
省
、
厚
生
省
、
労
働
省
な
ど
の
官
庁
の
所
掌
事
務
と
関
係
す
る
。
そ
れ
故
、
中
小
企
業
庁
が
設
置
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
横

割
り
官
庁
と
し
て
組
織
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
近
促
法
の
よ
う
に
、
中
小
企
業
の
近
代
化
施
策
に
か
か
わ
る

権
限
を
、
当
該
指
定
事
業
を
所
管
す
る
タ
テ
割
り
官
庁
の
大
臣
に
授
権
す
る
の
で
は
な
く
、
横
割
り
官
庁
と
し
て
の
中
小
企
業
庁
に
も
、
中
小

企
業
の
権
利
を
擁
護
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
限
が
授
権
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
構
造
改
善
計
画
の
承
認
権
限
を
中

小
企
業
庁
の
長
官
に
授
権
す
る
と
か
、
ま
た
は
主
務
大
臣
に
構
造
改
善
計
画
を
承
認
す
る
権
限
を
認
め
る
と
し
て
も
、
中
小
企
業
庁
の
同
意
も

し
く
は
協
議
が
、
承
認
の
事
前
手
続
と
し
て
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
中
小
企
業
の
権
利
を
擁
護
す
る
中
小
企
業

庁
の
権
限
が
よ
り
よ
く
発
揮
さ
れ
る
た
め
に
は
、
中
小
企
業
庁
が
、
通
商
産
業
省
の
外
局
と
し
て
で
は
な
く
一
つ
の
省
と
し
て
組
織
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
以
前
（
一
九
七
三
年
七
月
）
、
田
中
首
相
自
身
が
、
都
市
部
で
の
中
小
商
工
業
者
の
自
民
党
離
れ
を
食
い
と
め
る
手
段
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

て
、
中
小
企
業
庁
を
省
に
昇
格
さ
せ
る
構
想
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
一
カ
月
後
に
は
、
中
小
企
業
省
の
新
設
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

ら
、
こ
の
構
想
は
断
念
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
小
企
業
庁
が
中
小
企
業
の
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
に
行
政
活
動
を
行
う
か
ぎ
り
、

通
産
省
の
所
掌
事
務
の
枠
を
越
え
た
他
省
庁
の
所
掌
事
務
と
も
か
か
わ
り
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
行
政
活
動
に
ふ
さ
わ
し
い
組

織
形
態
に
す
る
に
は
、
中
小
企
業
庁
が
横
割
り
官
庁
と
し
て
省
に
昇
格
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ω
　
渡
辺
洋
三
『
財
産
権
論
』
〔
一
粒
社
、
一
九
八
五
年
〕
二
一
頁
参
照
。

　
ω
　
中
山
金
治
「
中
小
・
零
細
企
業
の
階
級
的
性
格
と
再
生
産
条
件
」
（
科
学
と
思
想
五
九
号
）
六
五
頁
参
照
。

　
⑥
　
渡
辺
、
前
掲
書
八
頁
以
下
参
照
。
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（7）（6）（5）（4）

影
山
日
出
弥
「
財
産
権
」
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
・
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
）

影
山
「
『
独
占
』
と
人
権
侵
害
」
（
法
律
時
報
四
四
巻
二
号
）
一
〇
頁
。

日
本
経
済
新
聞
一
九
七
三
年
七
月
二
〇
日
参
照
。

朝
日
新
聞
一
九
七
三
年
八
月
二
四
日
参
照
。

一
一
五
頁
。
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中小企業庁の公共性


